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建設環境委員会会議録 

 

令和３年３月１５日 月曜日 

  午前１０時０１分開議 

  午後 ４時４３分閉議（実時間３１４分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１号・令和２年度八代市一般会計補

正予算・第１６号（関係分） 

１．議案第４号・令和２年度八代市下水道事業

会計補正予算・第３号 

１．議案第５号・令和３年度八代市一般会計予

算（関係分） 

１．議案第９号・令和３年度八代市農業集落排

水処理施設事業特別会計予算 

１．議案第１０号・令和３年度八代市公共浄化

槽等整備推進事業特別会計予算 

１．議案第１７号・令和３年度八代市下水道事

業会計予算 

１．議案第２８号・八代市空家等の適正な管理

に関する条例の制定について 

１．議案第２９号・八代市手数料条例の一部改

正について 

１．議案第３０号・八代市地区計画の区域内に

おける建築物の制限に関する条例の一部改

正について 

１．議案第３１号・八代市浄化槽条例等の一部

改正について 

１．議案第３２号・八代市宅地分譲審査委員会

条例の制定について 

１．所管事務調査 

 ・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

 ・生活環境に関する諸問題の調査 

 （市道腰越～平線について） 

 （第２期八代市営住宅長寿命化計画について） 

 （八代市農業集落排水処理施設事業経営戦略

について及び八代市特定地域生活排水処理

事業経営戦略について） 

 （農業集落排水処理施設事業及び特定地域生

活排水処理事業の地方公営企業法の適用に

ついて） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  増 田 一 喜 君 

副委員長  北 園 武 広 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  髙 山 正 夫 君 

委  員  橋 本 隆 一 君 

委  員  福 嶋 安 徳 君 

 

※欠席委員 庄 野 末 藏 君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 建設部長       潮 崎   勝 君 
 
  建設部総括審議員 
            田 村 伸 司 君 
  兼次長 
 

  建設部次長     西   竜 一 君 

  土木課長      小 原 聖 児 君 
 
  土木課主幹兼 
            田 島 雄一郎 君 
  道路建設係長 
 

  都市整備課長    一 美 晋 策 君 

  建設政策課長    竹 原 彰 吾 君 

  下水道総務課長   奥 村 勝 己 君 
 
  首席審議員兼 
            宮 端 晋 也 君 
  建築指導課長 
 

  理事兼住宅課長   下 村 孝 志 君 
 
  下水道総務課主幹 
            上 村 和 寛 君 
  兼水洗化促進係長 
 

  下水道建設課長   涌 田 直 美 君 
 
  住宅課主幹兼 
            西 田 昌 博 君 
  空家対策係長 
 

  用地課長      橋 本 勇 二 君 
 
  住宅課 
            岡 田 純 哉 君 
  市営住宅係参事  

 市民環境部長     桑 原 真 澄 君 



 

－2－

  市民環境部次長   谷 脇 信 博 君 

  循環社会推進課長  坂 口 初 美 君 

  環境センター管理課長 稲 本 健 一 君 

  理事兼環境課長   武 宮   学 君 

                              

○記録担当書記     勇   正 一 君 

 

（午前１０時０１分 開会） 

○委員長（増田一喜君） それでは、定刻とな

り、定足数に達しましたので、ただいまから建

設環境委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第１号・令和２年度八代市一般会計補正

予算・第１６号（関係分） 

○委員長（増田一喜君） それでは、最初に予

算議案の審査に入ります。 

 議案第１号・令和２年度八代市一般会計補正

予算・第１６号中、当委員会関係分についてを

議題とし、説明を求めます。 

 歳出の第７款・土木費について、建設部より

説明願います。 

○建設部長（潮崎 勝君） 皆さん、おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）建設部、潮崎です。 

 本委員会に付託されました議案のうち、議案

第１号・令和２年度八代市一般会計補正予算・

第１６号の建設部所管分につきまして、田村総

括審議員兼次長より説明いたさせますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○建設部総括審議員兼次長（田村伸司君） お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）建設部の田村でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 着座にて説明させていただいてよろしいでし

ょうか。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○建設部総括審議員兼次長（田村伸司君） そ

れでは、お手元の議案第１号・令和２年度八代

市一般会計補正予算書・第１６号をお願いいた

します。 

 ３ページをお開きください。 

 第１表・歳入歳出予算補正のうち、歳出につ

いて御説明いたします。 

 中段の款７・土木費を５億６２５３万９００

０円増額補正し、補正後の額は５５億６５１５

万２０００円としております。 

 その内訳は、項２・道路橋梁費を２億７１９

５万円増額、項４・港湾費を１億９０９２万５

０００円増額、項５・都市計画費を９９６６万

４０００円増額するものでございます。 

 次に、詳細を御説明いたします。２０ページ

をお開きください。２０ページの下の表を御覧

ください。 

 款７・土木費、項２・道路橋梁費、目２・道

路維持費は、補正額８６９５万円を加えて、７

億５３２万８０００円としております。 

 補正額の財源内訳につきましては、国庫支出

金が４３４７万５０００円、地方債が４３４０

万円、一般財源が７万５０００円でございます。 

 補正額の内訳は、節１２・委託料を１０００

万円、節１４・工事請負費を７６９５万円増額

するものでございます。 

 内容は、表の右、説明欄に記載しております

交通安全施設整備事業６００万円、道路維持事

業８０９５万円でございます。 

 両事業とも、国の第３次補正に伴いまして、

令和３年度に予定しております事業の一部を前

倒しして実施するため、補正をお願いするもの

でございます。 

 別冊の右肩に建設環境委員会資料と書いてお

あります、議案第１号・令和２年度八代市一般

会計補正予算・第１６号、建設部所管分を併せ

て御覧ください。 

 めくっていただきまして、１ページに、上段
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のほうになりますけども、鏡町の市道竜西支線

８４号線における区画線の設置など、路線一覧

と内容などを、めくっていただいて、２ページ

にですね、位置図を示しております。 

 同様に、道路維持事業は、１ページ戻ってい

ただいて、市道中央線の舗装補修工事など路線

一覧と内容などを、めくっていただいて、３ペ

ージが舗装工事、４ページに災害防除事業の位

置図を示しております。 

 予算書に戻っていただき、引き続き、２０ペ

ージの下の表を御覧ください。 

 目３・道路新設改良費は、補正額１億８５０

０万円を加えて、１１億１４７９万６０００円

としております。 

 補正額の財源内訳につきましては、国庫支出

金が１億１７５万円、地方債が８３２０万円、

一般財源が５万円でございます。 

 補正額の内訳は、節１４・工事請負費を６２

００万円、節１６・公有財産購入費を６５５０

万円、節２１・補償、補填及び賠償金を５７５

０万円増額するものでございます。 

 内容は、表の右、説明欄に記載しております

市内一円道路改良事業でございます。 

 この事業は、道路維持事業などと同様、国の

第３次補正に伴い、令和３年度に予定しており

ます事業の一部を前倒しして実施するため、補

正をお願いするものでございます。 

 別冊の建設環境委員会資料を併せて御覧くだ

さい。 

 道路新設改良費の市内一円道路改良事業は、

別冊の５ページのほうに、新八代駅への東西ア

クセス道路となる千丁町の市道新牟田西牟田線

の道路改良工事など路線一覧と内容を、めくっ

ていただいて６ページに位置図ですね、７ペー

ジも位置図などを示しております。 

 また予算書に戻っていただき、今度は、２１

ページ、上の表を御覧ください。 

 款７・土木費、項４・港湾費、目２・港湾建

設費は、補正額１億９０９２万５０００円を加

えて、４億３３９１万円としております。 

 補正額の財源内訳につきましては、地方債が

１億９０８０万円、一般財源が１２万５０００

円でございます。 

 補正額の内訳は、節１８・負担金補助及び交

付金を１億９０９２万５０００円増額するもの

でございます。 

 内容は、表の右、説明欄に記載しております

八代港県営事業負担金事業であり、国及び県の

八代港整備事業につきまして、国の第３次補正

に伴い事業費が確定しましたことから、負担金

の補正をお願いするものでございます。 

 また別冊の建設環境委員会資料を御覧いただ

きたいと思います。 

 港湾建設費の八代港県営事業負担金事業は、

８ページに国及び県事業の箇所図、内容、当初

予算と今回補正の事業費、負担金などを示して

おります。Ａ４横の資料になります。 

 予算書に戻っていただきまして、２１ページ、

下の表を御覧ください。 

 款７・土木費、項５・都市計画費、目１・都

市計画総務費は、補正額４７３万円を加えまし

て、１６億７２９０万円としております。 

 補正額の財源内訳につきましては、国庫支出

金が２３６万５０００円、一般財源も同様の２

３６万５０００円でございます。 

 補正額の内訳は、節１２・委託料を４７３万

円増額するものでございます。 

 内容は、表の右、説明欄に記載しております

都市計画法関係事務事業でございます。 

 この事業は、既存の大規模盛土造成地につき

まして、現地踏査やボーリング調査などの変動

予測調査を行いまして、危険性が高い箇所の滑

動崩落防止対策につなげるものでございます。 

 今回、県内市町村間の流用受入れに伴いまし

て、調査対象予定としまして、坂本と泉地区の

計１０か所につきまして、基礎資料の収集整理
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や現地踏査など、第二次スクリーニング計画策

定の経費を補正するものでございます。 

 また別冊のですね、建設委員会資料を御覧く

ださい。 

 都市計画法関係事務事業は、９ページから１

３ページになっております。まず９ページが箇

所図などを表しておりまして、めくっていただ

きまして１０ページのほうに、先ほど御説明し

ました事業の流れを表しております。１１ペー

ジは既存の大規模盛土造成地の一覧表、１０か

所をですね、表に表しております。１２ページ、

１３ページが位置図になります。１２ページが

泉町の位置図ですね、１３ページが坂本町の位

置図となっております。 

 それでは、予算書に戻っていただきまして、

引き続き２１ページ、下の表を御覧ください。 

 目２・街路事業費は、補正額９４９３万４０

００円を加えて、２億７０３４万６０００円と

しております。 

 補正額の財源内訳につきましては、国庫支出

金が４７４６万７０００円、地方債が４７３０

万円、一般財源が１６万７０００円でございま

す。 

 補正額の内訳は、節１２・委託料を４９３８

万５０００円、節１４・工事請負費を３８９７

万５０００円、節１６・公有財産購入費を３０

１万２０００円、節２１・補償、補填及び賠償

金を３５６万２０００円増額するものでござい

ます。 

 内容は、表の右、説明欄に記載しております

西片西宮線道路整備事業であり、他事業と同様、

国の第３次補正に伴いまして、埋蔵文化財調査、

道路改築工事、用地補償を前倒しして実施する

ものでございます。 

 別冊の建設環境委員会資料を併せて御覧くだ

さい。 

 街路事業費の西片西宮線道路整備事業は、１

４ページと１５ページになります。１４ページ

は位置図や概要等を表しておりまして、１５ペ

ージ、Ａ４横になりますが、平面図に具体的な

内容などを記載したものを示しております。 

 なお、本事業は、昨年度、埋蔵文化財の試掘

調査結果によりまして本調査が必要となり、本

年度、調査範囲が確定しましたことや、資材、

労務費等の高騰による工事費の増額によりまし

て、今後、総事業費を５億円から６億５０００

万円に増額、完了予定を令和３年度から令和５

年度に延伸する予定としております。 

 以上、議案第１号・令和２年度八代市一般会

計補正予算・第１６号のうち、本委員会に付託

されました建設部所管分についての説明を終わ

ります。御審議のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（大倉裕一君） ２０ページの道路新設

改良費の公有財産購入の部分なんですけど、事

業の進め方で影響がない程度で、どの路線のど

の辺りの購入というようなことをお示しいただ

ければ、御説明をお願いしたいと思います。 

○土木課長（小原聖児君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

よろしくお願いいたします。 

 今、委員御質問の件につきましては、千丁町

の新牟田西牟田線でございます。あとはちょっ

と、場所的には控えさせていただきます。 

 すいません、失礼しました。 

 もう一つ、本庁所管分の竜西東西１２号線も

用地買収をする予定となっております。 

 すいません、もう１点。今のが東西アクセス

道路の分でございまして、もう一つがですね、

竜西幹４号線の用地取得となっております。 

 以上の３路線でございます。失礼しました。 

○委員長（増田一喜君） いいですか。分かり

ましたか。 

○委員（大倉裕一君） 西片西宮線は用地取得
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の場所がここですよというふうに、もう説明資

料に掲載されとっとですけど、ここの東西アク

セス線と竜西ですかね、幹線かな、こちらのほ

うの具体的なところが示されないのは、どうい

う関係になるのでしょうか。 

○土木課長（小原聖児君） すいません。場所

的にはですね、工事箇所が、竜西東西１２号線

のほうは新八代停車場線付近を交渉を行ってお

ります。それから、竜西幹４号線につきまして

は、３号線への取付部分の路線となっておりま

すので、ここを一体的に交渉するようにしてお

ります。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

○委員（福嶋安徳君） 新牟田西牟田線の用地

取得ですが、これについてはどのくらい。この

回のあれで、用地取得で、もう大体済みますか。 

○土木課主幹兼道路建設係長（田島雄一郎君） 

 おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり） 

 そうですね。補正予算で大体、おおむね終わ

りというところになっております。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（福嶋安徳君） 分かりました。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 市内一円の道路改良事

業でですね、今回は繰越明許で全部翌年度に繰

り越ししてあっとですけど、来年度で全て終わ

るという認識でいいのか、いやいや、まだ継続

で次の４年度までかかる事業がありますってお

っしゃるのか。その事業名だけ教えてもらって

いいですか。事業名と完了年度。 

○土木課長（小原聖児君） 今回補正をさせて

いただいている路線でいきますと、氷川高校前

線以外は継続事業となっています。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） 氷川高校前線は３年度

で終了、その以外の４路線については３年度以

降も継続していくということで理解すればいい

んですかね。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 西片西宮線ですけど、

事業、５年度に完了、延伸するという御説明だ

ったでしょうか。それで間違いないのかという

ことと、本当に５年度でできるのかなという心

配も市民の皆さんからいただいとる。いただい

とるといいますか、今の事業進捗に対してです

ね、計画どおりに進むとだろうかという御心配

の声もあるわけですけど、今、５年度という声

もいただいて、本当に５年度で終わるのかなと

いうもだえもすっとですけど、その辺り、いか

がでしょうか。 

○都市整備課長（一美晋策君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）都市整備課、一美です。 

 先ほど次長の説明の中にもありましたように、

一応事業を３年度から５年度に延伸したいとい

うふうに考えております。 

 内容といたしましては、埋蔵文化財調査等々

の時間がかかるということで。一応用地につき

ましては今回の補正予算で用地取得は終了しま

して、埋蔵文化財調査につきましても、現地の

調査は今回の予算で、最終年度は報告書の作成

ということで考えておりまして、今のところ、

その後ですね、工事を終了ということで、令和

５年度までには一応完了ということで予定して

いるところでございます。 

 以上、お答えとします。 

○委員長（増田一喜君） ほかありませんか。 

○委員（髙山正夫君） 今の西片西宮線に関連

してでございます。確かに埋蔵文化財調査でで

すね、事業が遅れたりしております。これ、確
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認でございますが、この別冊の１５ページので

すね、③の部分です。この部分の発掘調査の斜

線が引いてあります。斜線が引いてない部分に

ついては、ここは調査はないということで理解

してよろしいんでしょうか。 

○都市整備課長（一美晋策君） 今、委員のほ

うから御質問がありました。１５ページの位置

図が載っておりますが、こちらにですね、赤色

の斜線を引いてある箇所が埋蔵文化財の調査予

定地ということで、そのうち、赤色の中が青色

で着色している箇所につきましては今年度終了

ということで、来年度は、赤の白抜きのところ

が来年度予定をする埋蔵文化財の箇所というこ

とで、現在予定しているところでございます。 

 以上、お答えとします。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（髙山正夫君） ありがとうございまし

た。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 都市計画法関係事務事

業の件なんですけれども、簡潔に言えば、今回、

現場のほうを調査をしますよということなんで

すけど、これから、どういった計画でどのよう

に事業を進めていこうと思っていらっしゃるの

か、その点をお聞かせいただければと思います。 

○建設政策課長（竹原彰吾君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り） 

 委員お尋ねのですね、大規模盛土造成地変動

予測調査、今後のですね、進め方ということで

すけれども、この建設環境委員会資料のですね、

１０ページをお開き願えますでしょうか。 

 １０ページのですね、この一番下の欄にです

ね、宅地耐震化推進事業の流れということで、

今後の流れが書いてあります。この一次スクリ

ーニングといいますのが、こちらがですね、事

業としては県のほうで行っております。一次ス

クリーニングということで調査対象地域の設定、

今回、八代市の場合は先ほどの説明で１０か所

ですね、ございます。そちらをですね、まず、

ピックアップをされております。一次スクリー

ニングですね。 

 今回、補正でですね、お願いしたのが、この

二次スクリーニング計画、ここに書いておりま

すけれども、基礎資料収集整理、現地踏査、あ

と簡易危険度評価ですね。ここからですね、市

のほうで行うということで、今回、八代市とし

て初めて行う事業で、今回この赤のところを行

うと。 

 その後ですね、この二次スクリーニング計画、

こちらの計画を基にですね、第二次スクリーニ

ングという工程が出てきます。こちらはですね、

ボーリング等の実際的な調査、斜面の安定解析、

対策必要性の検討とかですね。 

 ここら辺を行った後にですね、実際、対策が

必要であるという場所につきましてはですね、

滑動崩落防止対策、実際の対策、工事とかです

ね、そこら辺のほうに進んでいくということで、

この手順で行きたいということで考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いいたします。意見

はありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 市内一円道路改良事業、

それから西片西宮線の道路整備事業、それぞれ

鋭意ですね、予算確保しながら事業に取り組ん

でいただいているものと理解はしております。

できるだけ早期の効果が発動できるようにです

ね、早期竣工、こちらのほうをお願いしておき

たいというふうに思います。 

 それから、都市計画関係法の大規模盛土造成

地変動予測調査業務委託。初めて私も聞いたも
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ので、内容については理解をしていきたいと思

います。これから結果に基づいて予算確保をさ

れていくものだというふうに理解しますので、

こちらのほうも、安全の部分にですね、関わっ

てくるものだと思いますので、早期着工と予算

確保、こちらのほうをお願いしておきたいとい

うふうに思います。 

○委員長（増田一喜君） いいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 それでは、これより採決いたします。 

 議案第１号・令和２年度八代市一般会計補正

予算・第１６号中、当委員会関係分については

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午前１０時３０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時３１分 本会） 

◎議案第４号・令和２年度八代市下水道事業会

計補正予算・第３号 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、議案第４号・令和２年度八代市下水道

事業会計補正予算・第３号についてを議題とし、

建設部より説明を求めます。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） 下水道総務

課の奥村でございます。隣が下水道建設課長の

涌田でございます。よろしくお願いいたします。 

 着座にて御説明申し上げます。 

○委員長（増田一喜君） はい。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） 議案第４

号・令和２年度八代市下水道事業会計補正予

算・第３号について説明いたします。 

 別冊の補正予算書・第３号をお願いいたしま

す。 

 今回の補正の内容は、本年の１月２８日に成

立しました国の令和２年度３次補正予算により、

社会資本整備総合交付金の内示がありましたこ

とから、これを活用し、管渠築造工事、中央ポ

ンプ場改築工事及び水処理センター設備の詳細

設計などの事業推進を図るため、所要の事業費

につきまして補正をお願いするものです。 

 それでは、補正予算書の１ページをお願いい

たします。 

 第２条の業務の予定量では、主要な建設改良

事業の管渠施設整備費で３億２４００万円を追

加し、補正後の額を１９億８６４９万６０００

円に、ポンプ場施設整備費で２億４１００万円

を追加し、補正後の額を４億８２３５万３００

０円に、水処理センター施設整備費で８８００

万円を追加し、補正後の額を４億６３９３万５

０００円としております。 

 次に、第３条では、資本的収入及び支出額を

次のとおり補正するものとしております。 

 まず、収入では、第１款・資本的収入、第１

項・企業債で３億２６５０万円、第２項・補助

金で同じく３億２６５０万円をそれぞれ追加し、

資本的収入の補正後の総額を３７億９４１２万

９０００円としております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 次に、支出では、第１款・資本的支出、第１

項・建設改良費で６億５３００万円を追加し、

資本的支出の補正後の総額を４７億９３５４万

５０００円としております。 

 なお、補正額の内容につきましては、後ほど

説明させていただきます。 

 次に、第４条、企業債では、資本的収入にお

ける企業債の増額に伴い、起債の借入限度額の

変更を行っております。 

 続きまして、３ページからが下水道事業補正

予算書に関する説明書でございます。５ページ
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が補正予算の実施計画、６ページが資本的収入

及び支出の明細でございます。 

 ６ページを御覧ください。 

 まず、収入につきましては、款１・資本的収

入、項１・企業債、目１・企業債で３億２６５

０万円を追加しまして、補正後の計を２０億５

０４０万円としております。 

 次に、項２・補助金、目１・国庫補助金で同

じく３億２６５０万円を追加しまして、補正後

の計を１２億３５５５万円としております。 

 ７ページをお願いします。 

 支出につきましては、款１・資本的支出、項

１・建設改良費、目１・管渠施設整備費で３億

２４００万円を追加しまして、補正後の計を１

９億８６４９万６０００円としております。 

 補正額の内訳としましては、まず、ストック

マネジメントに関する経費としまして委託料及

び工事費を合わせ８０００万円、その他未普及

地域に係る管渠築造工事費としまして２億４４

００万円を予定しております。 

 次に、目２・ポンプ場施設整備費で２億４１

００万円を追加しまして、補正後の計を４億８

２３５万３０００円としております。 

 補正額の内訳としましては、平成２９年度か

ら実施しております中央ポンプ場改築工事の４

期目として２億２０００万円、ポンプ場施設の

持続的な機能確保等を図るための点検調査・改

築修繕計画を策定するため、ストックマネジメ

ント改築計画策定業務委託として２１００万円

を予定しております。 

 次に、目３・水処理センター施設整備費で８

８００万円を追加しまして、補正後の計を４億

６３９３万５０００円としております。 

 補正額の内訳としましては、センター再構築

に係る詳細設計業務委託２０００万円、ポンプ

場施設と同様に機能確保等を図るための点検調

査・改築修繕計画策定のためのストックマネジ

メント改築計画策定業務委託１０００万円、汚

泥脱水・汚泥消化タンク設備に係る詳細設計業

務委託５８００万円を予定しております。 

 なお、それぞれの予定箇所につきましては、

お手元の別紙、建設環境委員会資料を後ほど御

参照いただければと思います。 

 また、今回の補正予算につきましては、全額

繰越しを予定しており、後ほど説明いたします

令和３年度当初予算と併せまして事業を推進し

ていく予定としております。 

 以上、議案第４号・令和２年度八代市下水道

事業会計補正予算・第３号の説明を終わります。

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。

ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。それ

では、以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 それでは、これより採決いたします。 

 議案第４号・令和２年度八代市下水道事業会

計補正予算・第３号については、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午前１０時３９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時４１分 本会） 

◎議案第５号・令和３年度八代市一般会計予算

（関係分） 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、議案第５号・令和３年度八代市一般会

計予算中、当委員会関係分についてを議題とし、

説明を求めます。 
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 まず、歳出の第４款・衛生費について、市民

環境部より説明願います。 

○市民環境部長（桑原真澄君） 皆様、おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）市民環境部、桑原でございます。よ

ろしくお願い申し上げます。 

 着座にてよろしいでしょうか。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○市民環境部長（桑原真澄君） それでは、議

案第５号・令和３年度八代市一般会計予算のう

ち、当委員会所管の衛生費中、市民環境部及び

建設部が所管いたします当初予算について、総

括及び方針の一端をまずは述べさせていただき

ます。 

 予算書の１６ページをお願いをいたします。

よろしいでしょうか。 

 款４・衛生費でございます。衛生費欄には、

健康福祉部所管分と市民環境部所管分及び建設

部所管分を含めた予算額が記載されております。 

 款４・衛生費の令和３年度予算額は３７億４

５９４万２０００円で、うち健康福祉部所管分

を除く予算は２１億９９２万７０００円でござ

います。 

 令和２年度予算額は３８億６３２３万２００

０円で、うち健康福祉部所管分を除く予算は２

０億４４５１万６０００円となっており、増減

額は全体で１億１７２９万円、約３％の減、う

ち健康福祉部所管分を除く予算は６５４１万１

０００円、約３.２％の増となっております。 

 増額の主な要因でございますが、水島最終処

分場浸出水処理施設解体に伴う経費等が主な理

由でございます。 

 次に、令和３年度の環境施策に関する主な取

組として５点ほど説明をさせていただきます。 

 １点目、環境関連施設についてでございます。 

 斎場、衛生処理センターなど、市民環境部が

所管します施設は老朽化したものが多く、各施

設の安全性や処理機能を維持するための対応を

重点的に進めながら、市民への安定的なサービ

ス提供が維持できるよう努めてまいります。 

 斎場につきましては、昭和５５年に供用開始

し、４０年を経過していることから、平成２７

年度に策定しました斎場延命化構想に基づき、

必要に応じた建築物等の補修を行い、火葬炉耐

火材等の補修や関連機器などを交換し、今後１

０年程度は施設の延命化を図っていくこととい

たしております。 

 一方、将来的に安定して安全に斎場機能を維

持するためには、施設全体の更新が必要であり

ますことから、延命化対策と同時並行で新斎場

整備の検討を行ってまいります。 

 衛生処理センターにつきましては、昭和３５

年の供用開始後、既に６０年を経過し、特に老

朽化が著しいことから、施設の維持管理を適切

に行いながら、できるだけ早く新施設を整備で

きるよう引き続き検討を進めてまいります。 

 浄化槽汚泥処理施設につきましては、平成１

８年の供用開始後、１４年を経過し、機器の経

年劣化が進んでいることから、施設長寿命化計

画に基づき、施設の維持管理を適切に行いなが

ら延命化を図ってまいります。 

 ２点目、ごみ減量化対策でございます。 

 ごみ減量と再資源化への取組につきましては、

市報折り込みによる啓発チラシの配布に加え、

市ホームページやスマートフォンのごみ分別ア

プリサービスを活用し、３Ｒや食品ロス削減に

関する内容のほか、再資源化のための正しい分

別方法等を、より多くの皆様へ情報発信してま

いります。 

 また、引き続き、生ごみ堆肥化容器等設置助

成金の活用により、家庭における生ごみ減量化

の促進を図るとともに、環境センターの施設見

学をはじめとする環境学習やイベント等により、

市民の皆様や事業者の方々の一層の御理解と御

協力の下、燃えるごみの減量化と再資源化に努

めてまいります。 
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 ３点目、廃棄物処理対策事業についてでござ

います。 

 本市における廃棄物の適正処理に関する施策

を講じるため、本年度、第５次ごみ問題等対策

検討会を設置し、最終処分場に関することのほ

か、一般廃棄物処理に関する内容を新年度にお

いても引き続き御審議をしていただくこととし

ております。 

 ４点目、環境保全対策についてでございます。 

 まず、新幹線の騒音・振動問題への対応とし

まして、引き続き沿線地域において、騒音・振

動測定を行い、鉄道騒音等の状況を沿線住民の

皆様にお知らせする一方、一部地域において基

準超過が確認されておりますことから、関係自

治体とも連携しながら、鉄道事業者等に対して

必要な措置を講じていただくよう要望してまい

ります。 

 先日から記事にも出ているところでございま

すけれども、３月１０日からＪＲ九州におかれ

ては、基準超過しているところ、鏡の宝出、ま

た島田地区、坂本の鶴喰と、宮地地区において、

３月１０日から２９日までレールの削正を行っ

ていただくということになっております。 

 最後になりますが、環境センター、エコエイ

トやつしろは、平成３０年１０月の本格稼働以

降、安定したごみ処理ができており、令和２年

７月豪雨で発生しました可燃性災害廃棄物の受

入れも行ったところでございます。 

 また、エコエイトやつしろを活用した環境学

習につきましては、新型コロナウイルス感染症

の影響により、環境イベントを中止したほか、

施設見学も御希望に沿えないことがございまし

たが、緑地広場につきましては、休日に限らず、

昨年同様、家族連れなど多くの皆様に御利用い

ただいているところでございます。 

 引き続き、施設の安定稼働に努めながら、ご

みの適正処理はもとより、環境学習の拠点とし

ても、より多くの市民の皆様に御利用していた

だけるよう努めてまいります。 

 以上でございますが、今後も市議会をはじめ

市民の皆様の御意見をお聞きしながら、改善す

べきところは改善し、環境に優しいまちづくり

を目指し、事業の着実な遂行に努めてまいりま

す。 

 なお、各事業の内容につきましては担当の谷

脇次長から説明をいたさせますので、どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。お世話になります。 

○市民環境部次長（谷脇信博君） おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）市民環境部の谷脇でございます。よろし

くお願いいたします。 

 着座にて御説明させていただきます。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○市民環境部次長（谷脇信博君） では、議案

第５号・令和３年度八代市一般会計予算中、本

委員会に付託されました第４款・衛生費のうち、

市民環境部及び建設部が所管します歳出予算に

ついて説明させていただきます。 

 令和３年度当初予算書の総括につきましては、

先ほど桑原部長が説明いたしましたので、私の

ほうからは予算書の目ごとに順次説明させてい

ただきます。 

 それでは、予算書７９ページをお開きくださ

い。 

 ７９ページ下段になりますが、款４・衛生費、

項１・保健衛生費、目３・斎場管理費でござい

ます。６４０１万円を計上いたし、前年度より

４２４万３０００円の増額となっております。 

 これは、市斎場の修繕料の増額や、新型コロ

ナウイルス感染防止対策として、市斎場内の消

毒業務を委託する費用を計上したことが主なも

のでございます。 

 まず、斎場管理費の事業概要について、右端

の説明欄を御覧ください。 

 斎場管理運営費及び下の斎場施設整備事業で

すが、松崎町にあります当該施設は、部長の総
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括にもありましたとおり老朽化が進んでおりま

すことから、安全面、衛生面に配慮した適切な

管理運営に必要な費用を計上しております。ま

た、施設の老朽化対策として、定期的な改修を

実施し、炉などの緊急停止などが起こらないよ

う施設整備を行うものでございます。 

 新型コロナウイルス感染症対策事業（斎場管

理）は、市斎場の新型コロナウイルス感染症対

策として、施設内の消毒業務を委託するもので

ございます。 

 生活環境事務組合負担金事業（火葬場）は、

東陽町にあります八代生活環境事務組合斎場の

維持管理費に充てる本市負担金と、本市及び氷

川町の住民が市斎場と八代生活環境事務組合斎

場を同額で利用できるよう協定を結んでいる斎

場相互利用負担金を計上しております。 

 次に、節ごとに内容を説明いたしますが、主

に金額が大きいものについて述べさせていただ

きます。 

 節１０・需用費９３０万８０００円は、令和

２年度の火葬設備等保守点検により劣化が判明

しました炉内台車及び主燃バーナー上部の修繕

費３０８万円、市斎場延命化構想に基づき実施

します再燃バーナーの更新費用２２３万３００

０円、電気料等の光熱水費１５９万４０００円

が主なものでございます。 

 節１２・委託料２９７５万３０００円は、市

斎場の運転管理業務委託２７９１万４０００円、

火葬設備等保守点検業務委託４９万５０００円

が主なものでございます。 

 節１８・負担金補助及び交付金２４８４万８

０００円は、八代生活環境事務組合斎場への維

持管理負担金２２１０万３０００円、斎場相互

利用協定に基づき八代生活環境事務組合斎場を

利用した場合に生じる市負担金２７４万５００

０円でございます。 

 次に、特定財源の御説明をいたします。 

 その他の特定財源８０８万４０００円は、市

斎場使用料７８０万８０００円、氷川町からの

斎場相互利用負担金２２万５０００円が主なも

のでございます。 

 続きまして、８０ページをお開きください。 

 目４・狂犬病対策費でございます。６０８万

２０００円を計上いたし、前年度より１２万４

０００円の増額となっております。これは、会

計年度任用職員の手当が増額したことが主な理

由でございます。 

 狂犬病予防対策事業は、狂犬病予防法に基づ

く犬の登録及び狂犬病予防注射事務に要する経

費でございます。 

 節１・報酬１３５万６０００円、節３・職員

手当２４万５０００円、節４・共済費２８万円

は、会計年度任用職員１名を雇用する経費でご

ざいます。 

 節１０・需用費６７万８０００円は、犬の登

録に伴い飼い主に渡す登録鑑札、狂犬病予防注

射を行ったことを証明する注射済票の購入や、

ふん害防止啓発看板の経費が主なものでござい

ます。 

 節１１・役務費８４万円は、狂犬病予防注射

を飼い主に通知する郵便料でございます。 

 節１２・委託料２６１万１０００円は、犬の

飼い主が行うこととなっている犬の登録及び狂

犬病予防注射に関する諸手続を極力簡素化でき

るよう獣医師会に事務委託する経費９３万１０

００円、毎年４月に実施しております狂犬病予

防集合注射の業務委託１６８万円でございます。 

 その他の特定財源５２８万７０００円は、犬

の登録及び狂犬病予防注射済票交付手数料収入

３６０万７０００円、集合注射において飼い主

から徴収する注射料１６８万円でございます。 

 続きまして、下段の項２・生活環境費、目

１・生活環境総務費でございます。２億８５８

０万７０００円を計上いたし、前年度より７７

５万５０００円の増額となっております。これ

は、令和２年７月豪雨災害に伴う小型合併処理
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浄化槽設置補助金の増額と職員３名分の減が主

な理由でございます。 

 生活環境総務費は、職員２６名分の人件費、

建設部が予算を執行いたします小型合併処理浄

化槽設置整備事業、それと特別会計繰出金事業

（浄化槽）に要する経費でございます。 

 節２・給料から節４・共済費までは、職員２

６名分の人件費でございます。 

 節１８・負担金補助及び交付金８６３６万１

０００円は、小型合併処理浄化槽の通常分１５

０基と豪雨災害対応分の４５基の設置補助金が

主なものでございます。 

 節２７・繰出金１９２３万９０００円は、八

代市公共浄化槽等整備推進事業特別会計への繰

出金でございます。 

 なお、特定財源５３３４万２０００円は、小

型合併処理浄化槽設置整備事業に伴います国・

県からの補助金でございます。 

 次に、目２・環境保全対策費でございます。

１４６２万４０００円を計上いたし、前年度よ

り６８８万２０００円の減額となっております。

これは、令和２年度に実施いたしました地下水

中のイオン成分調査が主な理由でございます。 

 環境保全対策費では、自然環境の状況に応じ

た対策を行う自然環境保全推進事業、環境保全

行動の促進を目的とした自然観察会や出前講座

などを実施する環境学習推進事業、環境パート

ナーシップ会議と連携を図り、環境基本計画に

掲げる事業の推進や進行管理、環境保全活動に

関する実践的取組を進める環境パートナシップ

推進事業、公害の未然防止と環境負荷の低減に

向けた施策を推進し、九州新幹線鉄道の騒音・

振動の調査や悪臭調査などを行う環境保全対策

事業、日常生活や経済活動を支える恵まれた地

下水を保全し継続的な利用を図るため、地下水

塩水化調査や地下水有害物質モニタリング調査

などを行う地下水保全対策事業、地球温暖化問

題への対応として、各家庭における再生可能エ

ネルギーの普及や温室効果ガスの排出量削減を

図るための住宅用太陽光発電システムや蓄電池

の設置補助等を行う地球温暖化対策推進事業を

実施するものでございます。 

 ８１ページをお願いします。 

 節１２・委託料４２６万円は、九州新幹線鉄

道騒音・振動調査業務委託１７３万８０００円、

自動車騒音常時監視業務委託８８万円、悪臭物

質分析業務委託５９万４０００円、工場排水分

析業務委託４０万８０００円が主なものでござ

います。 

 節１８・負担金補助及び交付金９５４万５０

００円は、住宅用太陽光発電システム等の設置

費補助金としまして、太陽光発電システム、蓄

電池、計１４０基分の補助金９３０万円が主な

ものでございます。 

 なお、特定財源３２万円は、騒音規制及び地

下水採取に伴う届出事務に対する県支出金でご

ざいます。 

 続きまして、目３・廃棄物対策費でございま

す。１３６７万２０００円を計上いたし、前年

度より７６６万４０００円の減額となっており

ます。これは、令和２年度に実施しました、し

尿処理施設整備に伴う下水道事業計画変更図書

等の作成業務委託が主なものでございます。 

 廃棄物対策費では、チラシ作成などによる啓

発、環境学習や環境フェスタなどの開催のほか、

生ごみ堆肥化容器などの購入に対する助成事務

により、市内から排出される一般廃棄物の減量

化を図るごみ減量化対策事業、敷川内環境保全

用地の継続的な維持管理を行う敷川内環境保全

対策事業、八代市ごみ問題等対策検討会議の開

催や不法投棄監視指導員によるパトロールを行

い廃棄物の適正処理を確保し生活環境の保全を

図る廃棄物処理対策事業、し尿処理施設、斎場

及び最終処分場の整備に向けた検討を行う環境

施設整備事業を実施するものでございます。 

 節１・報酬３２２万４０００円、節３・職員
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手当等５８万７０００円、節４・共済費７２万

８０００円は、不法投棄や野焼き防止のパトロ

ールを行う不法投棄監視指導員２名の雇用に要

する経費でございます。 

 節７・報償費８１万７０００円は、八代市ご

み問題等対策検討会委員の報償費６１万４００

０円や、環境学習講師の報償費２０万３０００

円でございます。 

 節１０・需用費１７３万３０００円は、ごみ

減量化対策として作成する啓発チラシ及びごみ

分別ガイドブックの印刷製本費８７万３０００

円のほか、消耗品費３５万円、公用車の燃料費

３０万４０００円が主なものでございます。 

 節１１・役務費４３万円は、突発的な周知チ

ラシの市報への折り込み手数料１３万７０００

円のほか、不法投棄物の処理に係る手数料１０

万円や不法投棄警告看板の作成手数料１２万１

０００円が主なものでございます。 

 節１２・委託料３１６万３０００円は、敷川

内環境保全用地の維持管理委託経費２０５万３

０００円、二見・昭和・坂本地区の民間最終処

分場周辺における環境調査に要する委託経費９

６万４０００円が主なものでございます。 

 節１８・負担金補助及び交付金１７０万円は、

一般家庭から排出される生ごみ減量化を図るた

め、コンポスト式生ごみ堆肥化容器６０基分と

電気式生ごみ処理機５０機分の購入者に対する

助成金でございます。 

 特定財源の国県支出金３３万７０００円は、

熊本県産業廃棄物最終処分場周辺環境整備等補

助金でございます。 

 また、その他特定財源２０７万７０００円は、

敷川内環境保全用地維持管理基金からの繰入金

及び基金利子でございます。 

 続きまして、下段の目４・環境衛生費でござ

います。５４１万３０００円を計上いたし、前

年度より３７万８０００円の減額となっており

ます。これは、ボランティア清掃活動専用袋の

作成費の減額が主なものでございます。 

 環境衛生費では、感染症のおそれのある衛生

害虫の駆除などを行う衛生害虫駆除事業、環境

美化への意識高揚を図り良好な生活環境の確保

に努める環境美化推進事業、市営墓園３か所の

維持管理を行う墓地関係事業を実施するもので

ございます。 

 節１・報酬１３４万３０００円、節３・職員

手当等２４万５０００円、節４・共済費２７万

４０００円は、会計年度任用職員１名を雇用す

る経費でございます。 

 ８２ページをお開きください。 

 節１０・需用費１４５万８０００円は、衛生

害虫の駆除に要します薬剤などの消耗品費５１

万円、ボランティア活動袋などの印刷製本費４

０万１０００円、消毒機器などの点検整備に伴

う修繕料１７万２０００円が主なものでござい

ます。 

 節１２・委託料１５１万９０００円は、排水

路等の害虫駆除委託６７万１０００円、市営上

片墓園、鏡墓地公苑、東陽墓地公苑、３か所の

清掃業務委託７７万７０００円が主なものでご

ざいます。 

 ８１ページに戻りますが、歳入その他の特定

財源１７６万３０００円は、上片墓園の新規使

用料及び市営墓園３か所の管理料収入でござい

ます。 

 再び８２ページに戻りますが、目５・塵芥処

理費でございます。１４億１３７１万７０００

円を計上いたし、前年度より６１４６万円の増

額となっております。これは、主に、水島最終

処分場浸出水処理施設の解体に伴う薬剤処理費、

設計委託及び工事費に係る増額が主なものでご

ざいます。 

 塵芥処理費では、環境センターの管理運営及

び施設整備を行うごみ処理施設管理運営事業及

び一番下のごみ処理施設整備事業、閉鎖した清

掃センター及び市内３か所の最終処分場の維持
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管理を行う塵芥施設維持管理事業、各家庭から

排出される可燃物・資源物の収集運搬を行うご

み収集管理事業、新型コロナウイルス感染症の

予防対策に係る新型コロナウイルス感染症対策

事業、ごみの減量化と樹木、剪定くずの資源化

を図る樹木、剪定屑リサイクル事業、八代生活

環境事務組合クリーンセンターの最終処分場な

どの管理や事務に係る共通的な経費を負担する

生活環境事務組合負担金事業（じん芥）、千丁

支所管内における平成２９年、平成３０年の一

般廃棄物収集運搬業務委託に対しての損害賠償

を求める訴訟に係る一般廃棄物収集運搬業務委

託契約訴訟関係事業を実施するものでございま

す。 

 節１・報酬４５３万６０００円は、施設管理

業務における一部を担当する会計年度任用職員

１名、施設運営に当たっての事務補助員である

会計年度任用職員２名の、計３名を雇用する経

費でございます。 

 節２・給料から節４・共済費までは、職員９

名分の人件費が主なものでございます。 

 節１０・需用費２４６０万９０００円は、分

別収集容器等購入経費３５０万円、新型コロナ

ウイルス感染症対策に係るアルコール消毒液の

購入費３５万７０００円、環境センターや閉鎖

した清掃センター及び最終処分場の施設設備修

繕費や公用車整備点検などの修繕料１８３９万

７０００円などが主なものでございます。 

 節１１・役務費１２３８万３０００円は、有

料指定ごみ袋を販売していただいております小

売店等への販売手数料１１６１万２０００円が

主なものでございます。 

 節１２・委託料１１億９６１１万４０００円

は、環境センターのエネルギー回収推進施設運

営委託２億２８２５万２０００円、環境センタ

ーのマテリアルリサイクル推進施設の運営委託

２億２８９万５０００円、環境センターのエネ

ルギー回収推進施設から排出されます焼却灰の

運搬及び資源化委託１億４５６９万１０００円、

環境センターのマテリアルリサイクル推進施設

から排出されます資源物などの運搬及び処理委

託２１３４万２０００円、清掃センター解体に

伴う事前調査業務委託３８３万４０００円、可

燃物及び資源物収集運搬業務委託４億７７５９

万６０００円、有料指定ごみ袋作製業務委託５

９０３万７０００円、有料指定ごみ袋の販売代

金収納業務委託１７４１万８０００円が主なも

のでございます。 

 節１４・工事請負費３５００万は、水島町に

あります水島最終処分場浸出水処理施設解体工

事３５００万円でございます。 

 節１８・負担金補助及び交付金６７３５万５

０００円は、八代生活環境事務組合クリーンセ

ンターの最終処分場などの管理や事務に係る共

通的な経費に対しての市負担金６７０１万７０

００円が主なものでございます。 

 なお、特定財源の地方債３２９０万円は、水

島最終処分場浸出水処理施設解体工事及び設計

業務に伴います公共施設等適正管理推進事業債

でございます。 

 その他特定財源の４億５８万円は、搬入ごみ

手数料収入１億５０７１万円、有料指定ごみ袋

処理手数料収入２億１４９５万５０００円、再

資源化物販売代金納付金２４１９万８０００円、

環境センター施設使用料４７９万２０００円が

主なものでございます。 

 最後になりますが、下段の目６・し尿処理費

でございます。３億６６０万２０００円を計上

いたし、前年度より６７５万３０００円の増額

となっております。これは、鏡町にあります八

代生活環境事務組合の衛生センターでの大型機

器点検整備が実施されることに伴う、生活環境

事務組合負担金の増額が主な理由でございます。 

 し尿処理費では、くみ取し尿を郡築１２番町

の衛生処理センターで処理するための経費であ

る、し尿処理施設管理運営事業及び８３ページ
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のし尿処理施設整備事業、次に、合併処理浄化

槽などの汚泥を新港町３丁目の浄化槽汚泥処理

施設で処理する経費である浄化槽汚泥処理施設

管理運営事業と、８３ページの浄化槽汚泥処理

施設整備事業、坂本町に設置している仮設トイ

レの維持管理に関する災害し尿処理事業（豪雨

災害）、八代生活環境事務組合衛生センターの

維持管理に関する経費を負担するための生活環

境事務組合負担金事業（し尿）を実施するもの

でございます。 

 節２・給料から節４・共済費までは、職員３

名分の人件費でございます。 

 ８３ページの節１０・需用費３６２５万１０

００円は、工業用薬品購入等の消耗品費３４５

万５０００円、衛生処理センターの水道料や電

気料、浄化槽汚泥処理施設の下水道使用料及び

水道料並びに電気代など、両施設の光熱水費２

９１４万８０００円、公用車の点検や故障した

機器などの修繕料３１９万２０００円が主なも

のでございます。 

 節１２・委託料１億４７９７万１０００円は、

衛生処理センターの運転管理業務委託３３０１

万１０００円、浄化槽汚泥処理施設の運転管理

業務委託３５１１万２０００円、衛生処理セン

ターでの発生汚泥を含めて処理する浄化槽汚泥

処理施設脱水汚泥収集運搬処理業務委託３８９

６万５０００円が主なものでございます。 

 節１３・使用料及び賃借料２２５万９０００

円は、令和２年７月豪雨災害発生以降、坂本町

に設置しております仮設トイレのレンタル料２

２４万４０００円が主なものでございます。 

 節１８・負担金補助及び交付金１億１６万１

０００円は、鏡町にあります八代生活環境事務

組合衛生センターの管理運営に係る本市負担金

１億３０００円が主なものでございます。 

 その他の特定財源１６万９０００円は、一般

廃棄物処理業等許可手数料収入でございます。 

 以上をもちまして、款４・衛生費中、市民環

境部及び建設部関係分の説明を終わります。御

審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 最終処分場の建設に向

けて計画を進められるような話を、前年度だっ

たでしょうか、伺っておりましたけれども、現

在の進捗というのはどのようになっております

でしょうか。 

○循環社会推進課長（坂口初美君） 循環社会

推進課、坂口でございます。 

 最終処分場の整備についてということで、令

和２年の７月にごみ問題等対策検討会というの

を立ち上げさせていただいて、７月１日に第１

回目を行いましたところですが、その３日後に

７月豪雨ということで災害対応のほうがござい

まして、まだ、第２回目を今月開催しようかと

いうところでございます。 

 建設の計画といいますよりかは、この検討会

におきましては、建設をするとなればどのよう

な条件について重要かということについての御

意見をいただくというところでの会議を進めて

いこうという予定になってございます。 

 現在はそのような状況でございます。 

○委員（大倉裕一君） 私の認識としては、最

終処分場をですね、調査して候補地等を挙げる

というような話で進められてるのかなというふ

うに思っておりましたが、そういうふうに認識

を改めたいというふうに思うところです。 

 最終処分場についてはですね、やはり地域内

に設けるのが、ごみを出す者としての責任だと

いうふうにも思っておりますので、今後の取組

に注視をしていきたいというふうに思います。 

 それから、同じ最終処分場で、水島の最終処

分場を解体というような予算が組まれておりま

すが、この水島の最終処分場は、どういう役割

をこれまでしてきて、どのような理由で今回解

体というような運びとなったのか、その辺りを
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お聞かせいただければと思います。 

○環境センター管理課長（稲本健一君） 水島

の最終処分場についてなんですけれども、水島

の最終処分場は、清掃センターで燃やしました

灰のほうを水島の最終処分場のほうに運んで、

そちらのほうに埋立てのほうを行っておりまし

た。平成３年７月１８日から埋立てを開始しま

して、平成１５年１月１７日に埋立てが終了し

ております。そちらにつきまして、今まで管理

のほうを行ってきております。 

 そして、その浸出水処理施設というところで

の施設なんですけども、そこの灰から出ます下

の埋め立てしました水についてを、汚水という

ところになるんですけども、それを排出基準、

放流するに当たりまして基準がありまして、そ

の施設を水質調査を行いながら、悪い水があっ

た場合にはそれをろ過をしまして排出を行うと

いうような施設になります。 

 そちらの施設のほうが水質調査を今までデー

タを取りまして、水質調査の結果が良好であり

まして、それについて県と協議を行いまして、

県のほうに廃止届を行いました。そちらについ

てが、令和元年７月２日のほうに廃止届のほう

を提出しまして、廃止届についてが認められた

ものですから、今回、水島最終処分場の解体の

ほうに至ったという経緯があります。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

○委員（福嶋安徳君） ８０ページのほうで環

境保全対策の中で、地下水の調査をずっとやっ

てきておられますけれども、地下水の調査につ

いてはもう大体終わりますとですか。安全度と

いうのはどの程度になりますか。 

○理事兼環境課長（武宮 学君） 改めまして

おはようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）環境課の武宮でございます。 

 今御質問いただきました地下水に関する調査

でございますが、イオン成分量調査のことでよ

ろしかったでしょうか。（委員福嶋安徳君「は

い」と呼ぶ）イオン成分量調査、本年度実施を

いたしまして、９月から１２月にかけまして地

下水を採取をしたところでございます。その結

果、約５５０地点の井戸から地下水を採取する

ことができました。 

 現在の状況でございますが、非常に調査地点

が多かったもんですから、現在、調査結果の精

査をしている段階でございます。 

 ちなみに、塩水化のエリアだけ、今、作図を

しておりまして、その状況だけ申し上げさせて

いただきます。塩水化の変化につきましては、

球磨川以北の地域におきましては塩水化の変化

っていうのはあまり見えられなかったものの、

球磨川以南の地域、特に金剛干拓地におきまし

ては塩水化のエリアが非常に今縮小をしており

ます。地下水質が回復傾向にあるというような

ことを確認をしているところでございます。 

 このイオン成分量調査は、キーダイアグラム

という手法を使って調査をしているわけでござ

いますが、その作図につきましては、これから

作図をしたいというふうに思っております。作

図が完了しました後には、環境課で毎年発行し

ております八代市の環境で公表させていただき

たいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

○委員（福嶋安徳君） ありがとうございまし

た。この地下水の塩水化というのはですね、な

かなか、今現在、作物に対して地下水をくみ上

げて、いろいろの消毒をしたりとか、かん水作

業にするとか、そういった重要な役割があっと

るもんですから、塩水化というのは大分気にか

かるわけですね。だから、それが和らいできた

というのは、この八代地域にとりましては大変

いいことだと思います。いろいろとまたそうい

う心配がないようにですね、今後も注意してい

ただければというふうに思っております。あり
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がとうございます。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 環境センターの運営状

況についてお尋ねしたいと思います。もう丸１

年の実績が取れたというふうに思うわけですけ

れども、現在の可燃物の状況ですね、１日当た

りの焼却処理量、そういったものがどういう状

況になっているのかということと、併せて組成

状況も調査ができておりましたら、お願いをで

きればと思います。 

○環境センター管理課長（稲本健一君） 環境

センターの焼却状況、可燃物についてなんです

けれども、可燃物については、１日当たり１３

４トンまでが焼却になっております。そちらの

ほうで月によってごみの量がやはりありまして、

ごみピットのほうに入った分について焼却を行

ってまして、マックス１３４トンまでは焼却が

できて、安定的に焼却を行っているところでご

ざいます。 

 こちらにつきまして、もう一つ、今回７月の

豪雨災害がありまして、坂本の被災がありまし

た。それについて、環境センターのほうで約１

２００トンほど、通常のごみとまた別に災害ご

みについて１２００トンほど、今――２月時点

ですけれども、焼却を行っているところでござ

います。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

 あと、組成については、ちょっと担当課では

今把握していないものですから、すいません。

（発言する者あり） 

○委員長（増田一喜君） あとは答えられるん

ですか。 

○市民環境部長（桑原真澄君） そん、ごみ袋

の中のということでいいんですか。 

○委員（大倉裕一君） そうですね。ごみ袋の

中の組成。すいません、質問の仕方が悪かった。

（｢それ、そのままでしたね」と呼ぶ者あり） 

○循環社会推進課長（坂口初美君） 八代市の

燃えるごみの組成の割合の調査について、お答

えいたします。 

 今年度実施しました組成調査の結果は、生ご

みが全体の３３.９％、それに食品ロス、食べ

残し分等を調べておりますのが７.９％、おむ

つが１０.７％、これ以外の燃えるごみとしま

して２５.９％、燃えるごみの合計としまして

は７８.４％となっております。そのほか、紙

類８.９％、プラスチック類９.２％、禁忌品、

金属などが含まれておりましたのが０.４％と

いう結果でございました。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） まず、環境センターの

全体の処理ですけど、１３４トンに対して安定

的にというところは理解をするところなんです

けども、具体的に１３４トンに対してどれだけ

の余力を持っているのかというところを知りた

いんですよね。その点をお聞きしたいというふ

うに思います。 

○委員長（増田一喜君） 分かりますか。 

○環境センター管理課長（稲本健一君） 年間

の焼却量が、１３４トン掛けるの２８０日とい

うところでの最初の想定がありまして、それに

ついて大体、答えなんですけども、約１０００

トンほど、すいません、余力があるかなという

ところでの、今。ただ、年々ですね、焼却のご

みの量、今回コロナがありました。コロナがあ

ったものですから、事業のごみについてが、か

なり通常よりも、昨年度と比較してなんですけ

ども減っております。その代わり、一般の市民

から出ましたごみのほうが少し増加してるとい

うこともありまして、今年度の量からいきます

と約１０００トンぐらい、すいません、資料を

今こちらのほうに持ってきてないものですから、

１０００トンほど計画量よりも余力があるかな

というところでの認識をしているところでござ

います。 

 以上、お答えとさせていただきます。 
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○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） この程度にとどめてお

きますので、きちんとまとめていただいて報告

をですね、お願いしたいというふうに思います。 

 先ほど坂口課長のほうからですか、生ごみの

量３３.９％という数字がありましたけれども、

以前の調査と比較してどんな傾向になってます

かね。過去にも調査はされてたと思うんですけ

ど。 

○循環社会推進課長（坂口初美君） お答えし

ます。 

 すいません、今日、対前年比としてしかお持

ちしてきておりませんが、生ごみに関しまして

は、前年が３２.３％でしたので、今回１.６％

ほどの増ということであります。 

 食品ロスということで食べ残し分についての

調査をしておりますが、これは前年１１.７％

から７.９％ということで、これは少し減って

おります。 

 おむつが、前年７.５％が１０.７％というこ

とで少し増えておりますが、これには少しペッ

トのおむつあたりも含まれているというような

ことが特徴的になっているという調査のときの

説明がございました。 

 あとは、その他に含まれておりましたごみの

量に関しましては、前年が３１％から今年が２

５.９％ということで、全体、昨年８２.５％だ

った燃えるごみの量、本年は７８.４％という

数字となっております。 

 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） できるだけ予算のこ

とに関して質問していただきたいと思います。 

○委員（大倉裕一君） この点がですね、予算

に関係してくっとですよね。この焼却炉という

部分をですね、延命化させるに当たっては。で

すので、後で意見で申し上げようと思いました

けれども、ここで申し上げますが、今のデータ

をきちんと分析、評価していただいて、生ごみ

の減量化については微増になっていると。その

取組がこれまでどうだったのか、今年度どうす

るのかというところはしっかり取り組んでいた

だきたいというふうに思います。 

 一方では、食品ロスですね、そこについては

効果が得られていますので、その取組がやはり

市民に対して理解があったんだろうと。そうい

ったところをまた今後の施策に引き続き取り組

んでいただきたいというふうに思います。 

○委員長（増田一喜君） ただいまのは意見で

すね。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

○委員（福嶋安徳君） １つお伺いします。 

 ８２ページの千丁のほうからの訴訟関係なん

ですが、この廃棄物の収集運搬業務の中で訴訟

関係であったんですが、これは、令和元年あた

りに済んだように記憶してるんですが、まだ何

かの継続的なやつが何かあっとですかね。 

○委員長（増田一喜君） どなたが答えますか。 

○循環社会推進課長（坂口初美君） 訴訟関係

についてお答えします。 

 本件の訴訟については、４件訴訟が上がって

おりまして、今申し上げたのは最後に残ってる

４本目のものでございます。 

 以前の３件については、もう判決が出てるん

ですけれども、今ここにお示ししました分の訴

訟につきましては、今も熊本地裁のほうで継続

中でございます。来年度も継続するかとは思い

ますけれども、今、淡々と、弁護士の先生あた

りと御相談しまして訴訟対応をしているという

状況でございます。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（福嶋安徳君） はい、分かりました。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 国のほうでは脱炭素社

会の取組を進めていくような話になっておりま

すが、八代市としてはこれからのところもある
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のかなというふうには思ってるんですが、もし

令和３年度で取組を検討されている部分があり

ましたら、その点をお話しいただければと思い

ます。 

○理事兼環境課長（武宮 学君） 環境課の武

宮でございます。 

 今、大倉委員から脱炭素というようなお話が

ございました。脱炭素につきましては、２０５

０年までに実質排出量をゼロにするというよう

な菅総理の表明がございました。 

 全国でも、国内のいろんな自治体で同じよう

な表明をしたところでございますが、正直言い

まして、脱炭素に特化した事業というのは来年

度実施する予定は特段ございません。 

 ただ、第２次八代市環境基本計画、平成３１

年２月に策定をいたしましたが、その中の地球

温暖化対策に、いろんな取り組むべき事項を掲

げております。市としましては、その計画に盛

り込んだ内容をですね、八代市民、事業者、そ

れと環境活動団体、各主体一体となって進めて

まいりたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

○環境センター管理課長（稲本健一君） すい

ません。先ほどお答えさせていただきました運

営の日にちの話で、先ほど、環境センターが１

８０日というところでお答えさせていただいた

んですけれども、すいません、２８０日でござ

います。 

 それと、昨年度の令和元年度で先ほど計算し

たんですけれども、１日当たり、２８０日で令

和元年度で試算しますと１２４トン焼却をして

おります。ですから、１３４トンがマックスに

なっておりますので、約１０トンほど１日当た

り余力があるというお答えにさせていただきた

いと思います。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

○委員（大倉裕一君） 斎場の家族の入室です

ね。コロナ対策という点になるんですけれども、

こちらに対して、親族が５名しか行けないとい

うのは非常に切ないというかですね、最後の骨

を拾うとき、そこに立ち会えないというのは無

念でならんというお声を聞いております。でき

るだけ納得いける、家族・親族の方が行けるよ

うなですね、数を確保していただければという

ふうに思っておりますので、その点、御検討を

お願いできればと思います。 

 それから、同じく環境センターの見学につい

てもですけれども、こちらもコロナの関係で今、

当面の間見送りというようなことになってるか

と思いますが、こちらのほうもできるだけ、コ

ロナのほうが落ち着いてからという形にはなる

かもしれませんけど、見学の再開について御検

討のほうを進めていただくようにお願いをして

おきたいというふうに思います。 

○委員長（増田一喜君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 以上で第４款・衛生費についてを終了します。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午前１１時４２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時４４分 本会） 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、第７款・土木費及び第１０款・災害復

旧費について、建設部から説明願います。 

○建設部長（潮崎 勝君） 建設部、潮崎です。 

 令和３年度当初予算の説明に当たり、建設部

が所管いたします一般会計、特別会計、企業会
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計について、総括を述べさせていただきます。 

 着座にて説明させていただきます。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○建設部長（潮崎 勝君） 本市では、第２次

八代市総合計画で掲げる「しあわせあふれる 

ひと・もの 交流拠点都市“やつしろ”」の実

現に向け、特に重点的に取り組む６つの戦略を

進めておりますが、建設部では、安全・安心で

魅力ある都市を築くという戦略推進のため、主

に社会基盤整備に力を入れた施策に取り組んで

いるところでございます。さらに、令和２年３

月に策定された八代市国土強靭化地域計画の推

進に向けても、力を入れていく必要がございま

す。加えて、令和２年７月豪雨で甚大な被害を

受けた坂本町の復旧・復興に向け、全力で取り

組んでいく覚悟でございます。 

 それではまず、一般会計当初予算の規模につ

いて御説明します。 

 款７・土木費では、４９億４９９３万１００

０円を計上いたしております。前年度当初予算

に比べ、２億４４４３万７０００円、率にして

５.２％の増額でございます。 

 なお、先ほど御審議いただいた令和２年度一

般会計補正予算・第１６号中の国の３次補正に

伴う前倒し分５億５７８０万９０００円を加え

ますと、総額５５億７７４万円となります。前

年度の当初予算と前倒し分の合計総額５０億６

２２１万３０００円と比較いたしますと、実質

４億４５５２万７０００円、率として８.８％

の増額となっております。 

 また、令和２年度の款１０・災害復旧費のう

ち、建設部所管の項２・公共土木施設災害復旧

費の繰越明許費として、４９億４７１３万２０

００円の限度額を設定しております。 

 続いて、令和３年度における主な施策の取組

につきまして、５点御紹介いたします。 

 まず１点目、災害復旧への取組でございます。 

 令和３年度におきましては、今年度発注でき

なかった道路４０件、橋梁２件、河川９件、合

計約１６億７００万円の工事発注を予定してお

ります。 

 また、宅地内に堆積した土砂や流木を除去す

る堆積土砂排除事業につきましては、令和２年

度に４億８１２０万９０００円を執行しており

ますが、公費解体待ちで施行できなかった案件

について引き続き施行するものであり、令和３

年度では、収集・運搬・分別作業と各家屋に堆

積した土砂を撤去する直接排除は約４０件で、

合計約１億４０００万円を見込んでおります。 

 次に２点目、幹線道路ネットワークの形成に

向けた道路整備への取組でございます。 

 街路事業として実施している西片西宮線の２

工区では、工事費、用地補償費、埋蔵文化財調

査費等、当初予算１１６万１０００円、３月補

正予算９４９３万４０００円の計９６０９万５

０００円を計上しております。 

 また、県事業への負担金となりますが、南部

幹線では、用地取得及び移転補償並びに道路工

事等に要する事業費の１０％、６５７０万円を

予定しております。 

 道路事業として実施している東西アクセス道

路整備は、川田町東の国道３号から千丁町古閑

出の県道共栄千丁停車場線へ通じる延長約４.

２キロメートルの道路で、東側国道３号から市

道竜西東西１２号線、県道新八代停車場線、市

道新牟田西牟田線の３路線を整備するものでご

ざいます。県道と市道新牟田西牟田線は既に工

事に着手しており、市道竜西東西１２号線につ

いては、令和２年度に沿線住民への事業説明を

完了し用地買収に着手いたしました。令和３年

度におきましても、３路線の早期完了を目指し

整備を進めてまいります。 

 次に３点目、地域生活に密着した道路整備へ

の取組でございます。 

 主に地域要望に応える事業である市内一円道

路改良事業に、当初予算と３月補正予算合わせ
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て約８億８８００万円、道路維持事業に当初予

算と３月補正予算合わせて約４億３００万円、

交通安全施設整備事業に当初予算と３月補正予

算合わせて６５００万円をそれぞれ計上し、地

域要望への対応を含め、道路施設の新設改良や

適切な維持管理等に努めてまいります。 

 次に４点目、良好な住環境の整備に向けた取

組でございます。 

 民間住宅関連の施策として、本年度に引き続

き、老朽危険空き家等除却、危険ブロック塀等

除却促進、民間建築物耐震化促進、アスベスト

調査分析等の助成制度を実施するとともに、空

き家バンク事業では空き家の有効利用の促進に

向けた対策を展開してまいります。 

 なお、空き家等対策につきましては、新たに

協議会を設け、特定空家等の判定などに尽力す

るとともに、適正な住宅管理の指導に努めてま

いります。 

 また、各地域の持つ豊かな景観の保全と形成

を目的とした八代市景観計画は、令和２年４月

から運用を開始しており、この計画に基づき、

景観重点地区指定などの施策を総合的かつ計画

的に推進することで、良好な住環境整備への後

押しを行ってまいります。 

 最後に５点目、公共水域の水質保全に向けた

取組でございます。 

 水質保全として欠かすことのできない生活雑

排水の処理については、特別会計の農業集落排

水処理施設事業で９３７０万９０００円、同じ

く公共浄化槽等整備推進事業で５０８１万８０

００円の予算計上でございます。 

 また、企業会計である下水道事業では、５９

億２３８８万円の予算計上を行っております。

なお、一般会計同様に、令和２年度下水道事業

会計補正予算・第３号で国の３次補正に伴う前

倒し分を加えますと、６５億７６８８万円とな

ります。 

 これらの事業では、接続率を高め収納率を向

上させる対策と維持管理費の削減が経営改善へ

の重点課題と認識しており、来年度もさらなる

経営の安定化に努めてまいります。 

 また、市街地の浸水被害の軽減を目的に整備

を行っている北部中央雨水調整池整備工事は、

本年６月末の供用開始を目指して、工事の最終

段階を迎えております。 

 中央ポンプ場改築工事におきましては、４期

目のナンバー２エンジンポンプの更新を含め、

これまで更新しました４基のポンプと合わせ全

てのポンプが完了することになり、市街地の浸

水被害軽減につながるものと考えております。 

 終わりになりますが、令和３年度におきまし

ても、坂本町の復旧・復興と安全・安心で魅力

ある都市を築くために、建設部職員一丸となっ

て、さらなるコスト縮減と国の補助事業など有

利な財源確保に努めながら、各施策や各事務事

業のさらなる推進を図ってまいります。 

 以上で、令和３年度当初予算の説明に先立つ

建設部長としての総括といたします。 

 引き続き、一般会計当初予算の内容について

は西次長に、特別会計、企業会計については担

当課長にそれぞれ説明いたさせますので、よろ

しくお願いいたします。 

 なお、本日は総務委員会も同時に開催されて

おります。新庁舎建設関係の対応のため途中で

退席する場合がございますが、御容赦のほどお

願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、午前中の

審議はこの程度にいたしまして、しばらく休憩

いたしたいと思います。 

（午前１１時５５分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時００分 開議） 

○委員長（増田一喜君） それでは、休憩前に

引き続き、建設環境委員会を再開いたします。 

 西建設部次長。 

○建設部次長（西 竜一君） 皆さんこんにち
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は。建設部次長の西でございます。よろしくお

願いします。恐れ入りますが、着座にて説明さ

せていただいてよろしいでしょうか。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○建設部次長（西 竜一君） 失礼します。 

 それでは、令和３年度八代市一般会計予算書

をお願いします。 

 ７ページをお開きください。 

 下のほうになりますが、第１表歳入歳出予算

中、款７・土木費の歳出分では、４９億４９９

３万１０００円を計上しております。前年度対

比２億４４４３万７０００円、５.２％の増で

ございます。 

 なお、繰り返しにはなりますが、部長総括で

ありましたように、先ほど審議していただきま

した、令和２年度八代市一般会計補正予算・第

１６号中の国の３次補正に伴います前倒し分５

億５７８０万９０００円を加えますと、総額５

５億７７４万円となり、昨年度の当初分と前倒

し分の合計総額５０億６２２１万３０００円と

比較しますと、実質４億４５５２万７０００円、

率にして８.８％の増額予算となっております。 

 それでは、表の中で説明します。 

 項１・土木管理費では３億７４５８万７００

０円を計上しております。前年度対比８３９４

万５０００円、２８.９％の増でございます。

これは、職員給与経費など建築総務費の増が主

な要因でございます。 

 項２・土木橋梁費では１７億２２７８万８０

００円を計上しております。前年度対比１億１

３７１万１０００円、７.１％の増でございま

す。これは、橋梁長寿命化修繕事業の増が主な

要因でございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 項３・河川費では７６４６万２０００円を計

上しております。対前年度比９４０万６０００

円、１１％の減でございます。これは、県河川

海岸事業の事業費減に伴います負担金減が主な

要因でございます。 

 項４・港湾費では３億１２４万９０００円を

計上しております。前年度比４８３０万２００

０円、１９.１％の増でございます。これは、

八代港県営事業の事業費増に伴います負担金増

が主な要因でございます。 

 項５・都市計画費では２１億５３５５万４０

００円を計上しております。対前年度比１億５

２９６万４０００円、６.６％の減でございま

す。これは、国の令和２年度３次補正による西

片西宮線道路整備事業の前倒し及び八千把地区

土地区画整理事業の予算減が主な要因でござい

ます。 

 項６・住宅費では３億２１２９万１０００円

を計上しております。対前年比１億６０８４万

９０００円、１００.３％の増でございます。

これは、市営築添団地の給水設備改修や、市営

郷開団地の屋上防水、外壁改修に伴います工事

請負費の増が主な要因でございます。 

 飛びまして、９５ページをお開きください。 

 それでは続きまして、目ごとの事業とその内

容について説明いたします。説明につきまして

は、まず、一番左の予算計上額、次に、一番右

の説明欄の事業の説明をしまして、節の内訳の

中で主なものについて御説明いたします。 

 なお、各目の節２・給料から節４・共済費ま

では職員の人件費でございますので、説明は省

略させていただきます。 

 それでは、項１・土木管理費、目１・土木総

務費では５２７３万８０００円を計上しており

ます。 

 説明欄の公共用地取得・登記事務事業４７１

万４０００円は、登記事務に従事する会計年度

任用職員２名分の人件費などに要する費用でご

ざいます。 

 目２・建築総務費では３億２１８４万９００

０円を計上しております。 

 説明欄の建築行政事業２６９万１０００円は、
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特殊建築物定期報告業務委託や、年３回開催予

定の建築審査会などに要する費用でございます。 

 老朽危険空き家等除却促進事業３６００万円

は、老朽化した危険な状態で放置されている空

き家の除却費用の一部を補助する費用６０件分

でございます。 

 民間建築物耐震化促進事業２０９９万５００

０円は、民間建築物の耐震化を促進するため、

戸建住宅耐震改修設計や改修工事などを行う費

用の一部を補助する費用２０件分でございます。 

 公共建築物営繕事業２２４９万４０００円は、

市民が安心して施設を利用できるように、市有

建築物や設備の定期点検に要する費用でござい

ます。 

 空き家バンク事業４３１万６０００円は、空

き家バンク登録物件の利活用を促進するため、

売買や賃貸契約が成立した場合、残置された家

財道具の撤去、リフォームなどの一部を補助す

る費用などでございます。 

 アスベスト調査分析事業１００万円は、民間

の既存建築物に施工されている吹きつけアスベ

ストなどについて、専門業者による含有調査費

用の一部を補助する費用４件分でございます。 

 危険ブロック塀等除却促進事業２４０万円は、

ブロック塀等の倒壊による人身事故の防止及び

避難経路の確保のため、危険なブロック塀の除

却費用の一部を補助する費用１２件分でござい

ます。 

 空き家等対策事業１４２０万１０００円は、

空き家の実態把握業務などに要する費用でござ

います。 

 節１２・委託料１８０２万３０００円は、空

き家実態把握業務委託や、戸建木造住宅耐震診

断士派遣業務委託などに要する費用でございま

す。 

 節１８・負担金補助及び交付金６１９１万６

０００円は、老朽危険空き家等除却促進事業な

ど、各種の補助メニューに係る補助金でござい

ます。 

 次の９６ページをお願いいたします。 

 項２・道路橋梁費、目１・道路橋梁総務費で

は１億８６７１万３０００円を計上しておりま

す。 

 説明欄の道路橋梁総務一般事務事業３６８５

万２０００円は、市道の管理全般に要する費用

でございます。 

 節１２・委託料３３７８万９０００円は、道

路台帳の作成及び修正などの業務委託に要する

費用でございます。 

 目２・道路維持費では３億９９１３万１００

０円を計上しております。 

 説明欄の交通安全施設整備事業５９７３万円

は、カーブミラー、ガードレール及び街路灯や

区画線など、市道の交通安全施設の設置及び補

修に要する費用でございます。 

 道路維持事業３億２２８７万４０００円は、

道路の側溝や舗装の修繕など、維持管理に要す

る費用でございます。 

 節１０・需用費７５１０万７０００円は、市

内一円の道路側溝や舗装、交通安全施設などの

修繕や街路灯などの電気代に要する費用でござ

います。 

 節１１・役務費５９６万２０００円は、道路

側溝のしゅんせつや地下道の点検、清掃の手数

料に要する費用でございます。 

 節１２・委託料６８９７万円は、緑の回廊線

や幹線市道の街路樹の管理業務委託及び道路パ

トロール業務委託、新八代駅関連施設管理委託

などに要する費用でございます。 

 節１４・工事請負費２億２９０４万４０００

円は、ガードレールなどの交通安全施設設置工

事や、中央線など３３路線、約５キロメートル

の舗装補修工事などに要する費用でございます。 

 節１５・原材料費１７００万円は、地元施工

による生コン舗装の材料や、路面の補修用簡易

アスファルト合材、カーブミラーなどの安全施
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設の部材購入に要する費用でございます。 

 ９７ページを御覧ください。 

 目３・道路新設改良費では９億１８６万２０

００円を計上しております。 

 説明欄の単県道路事業負担金事業１０８０万

円は、県道氷川八代線など４路線の改良工事や

側溝整備など、同事業に係ります負担金でござ

います。 

 市内一円道路改良事業７億３２０万円は、市

民生活に密着した市道の交通環境改善を図るこ

とを目的として、計画的な拡幅改良やバリアフ

リー化などの推進に要する費用でございます。 

 節１２・委託料２９００万円及び節１４・工

事請負費６億５０８０万円は、社会資本整備総

合交付金事業や市単独事業で取り組みます市道

整備に必要な測量設計などの業務委託や工事に

要する費用でございます。 

 節１６・公有財産購入費１４４０万円及び節

２１・補償、補填及び賠償金４２０万円は、道

路整備に伴う用地購入、建物や立木補償及び工

事に支障となる電柱移転補償などに要する費用

でございます。 

 １つ戻っていただきまして、節１８・負担金

補助及び交付金１０８０万円は、単県道路事業

負担金事業に係る負担金でございます。 

 目４・橋梁維持費では１億８６９８万２００

０円を計上しております。 

 説明欄の市内一円橋梁維持管理事業９８万２

０００円は、橋梁の維持・管理に要する費用で

ございます。 

 橋梁長寿命化修繕事業１億８６００万円は、

市道に架かる橋梁の定期点検及び橋梁架け替え

に要する費用でございます。 

 節１０・需用費９８万２０００円は、橋梁照

明灯の電気料でございます。 

 節１２・委託料１億５６００万円は、３９３

橋の橋梁定期点検業務委託及び西片町５号橋ほ

か１９橋の補修設計業務委託に要する費用でご

ざいます。 

 節１４・工事請負費３０００万円は、二見の

下大野川２号橋の架け替え工事に要する費用で

ございます。 

 目５・橋梁新設改良費では４８１０万円を計

上しております。 

 説明欄の市内一円橋梁改修事業は、幅が狭く

通りづらい橋梁などの改修工事を行うものでご

ざいます。 

 節１４・工事請負費４２１０万円は、郡築南

北５号線橋梁ほか３橋の橋梁改修に要する費用

でございます。 

 節２１・補償、補填及び賠償金６００万円は、

宮地町１１号橋改修工事に伴う支障となる電柱

や水道管の移転補償に要する費用でございます。 

 ９８ページをお願いします。 

 項３・河川費、目１・河川費では７６４６万

２０００円を計上しております。 

 説明欄の二見川渇水対策施設維持管理事業１

９１万８０００円は、南九州西回り自動車道赤

松トンネル建設時に発生した二見川の渇水対策

として、揚水ポンプの運転経費及び施設の管理

に要する費用でございます。 

 県河川海岸事業負担金事業１１１１万５００

０円は、坂本町の大門瀬など４か所での急傾斜

地崩壊対策や、明治新田海岸及び野崎海岸の海

岸堤防等老朽化対策緊急事業に係る負担金でご

ざいます。 

 市内一円河川改修事業５７４２万９０００円

は、河川改修に要する費用でございます。 

 土砂災害危険住宅移転促進事業６００万円は、

土砂災害特別警戒区域内に、いわゆるレッドゾ

ーンですが、に居住する方の安全な地域への移

転を促進するため、移転を行うものに対して、

その費用の一部を補助する費用でございます。 

 節１０・需用費５９４万１０００円は、河川

護岸等の修繕料や、二見川渇水対策用のポンプ

等の電気料に要する費用でございます。 
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 節１２・委託料２３１７万２０００円は、河

川の除草や清掃委託、改修工事の測量設計委託

に要する費用でございます。 

 節１４・工事請負費２９５０万円は、日奈久

大坪町の大坪川ほか７河川の改修工事に要する

費用でございます。 

 節１８・負担金補助及び交付金１７５３万９

０００円は、県河川海岸事業負担金及び土砂災

害危険住宅移転促進事業の補助金が主なもので

ございます。 

 下段の項４・港湾費、目１・港湾管理費では

５９５万４０００円を計上しております。 

 説明欄の港湾管理事業４５９万円は、市が管

理します日奈久港及び鏡港の港湾施設等の維持

管理に要する費用でございます。 

 八代港振興事業１３６万４０００円は、同事

業に係る負担金でございます。 

 節１０・需用費１５８万円は、日奈久港と鏡

港の夜間照明灯の電気料や浮き桟橋の修繕料な

どに要する費用でございます。 

 節１２・委託料２８５万８０００円は、日奈

久港の航路標識の設置や、高潮時のポンプによ

る排水対策に要する費用でございます。 

 節１８・負担金補助及び交付金１３６万４０

００円は、八代港振興事業に係る熊本県港湾協

会、海上保安協会、日本港湾協会、港湾都市協

議会への負担金でございます。 

 ９９ページをお願いいたします。 

 目２・港湾建設費では、２億９５２９万５０

００円を計上しております。 

 説明欄の八代港県営事業負担金事業２億８０

０万円は、重要港湾と国際旅客船拠点形成港湾

の指定を受けております八代港の国直轄事業や

県営事業に係る負担金でございます。 

 港湾施設改修事業６４７５万円は、鏡港の泊

地しゅんせつや、維持管理計画策定業務などに

要する費用でございます。 

 節１２・委託料１１０９万４０００円は、鏡

港の維持管理計画策定業務委託に要する費用で

ございます。 

 節１４・工事請負費５３６５万６０００円は、

鏡港の泊地しゅんせつ工事及び日奈久港の灯浮

標設置工事や、海岸フラップゲート補修工事に

要する費用が主なものでございます。 

 節１８・負担金補助及び交付金２億８００万

円は、八代港県営事業負担金事業に係る負担金

でございます。 

 下段の項５・都市計画費、目１・都市計画総

務費では１６億１８８３万７０００円を計上し

ております。 

 次ページの説明欄に記載の被災宅地復旧支援

事業２０１０万円は、熊本地震で被災しました

宅地の復旧工事費の一部を支援する費用でござ

います。 

 同様に、被災私道復旧支援事業３００万円は、

熊本地震により被災しました私道の復旧工事費

の一部を支援するものでございます。 

 景観形成支援事業６１万６０００円は、八代

市景観条例及び八代市景観計画に基づき、良好

な景観形成に対する支援を行うものでございま

して、景観届出制度周知用冊子作成や、景観シ

ンポジウム開催などに要する費用でございます。 

 また、下水道事業会計へ支出しております企

業会計繰出金事業に１４億８４５０万円を計上

しております。 

 節１２・委託料５２５万１０００円は、都市

計画地形図修正業務委託や都市計画地図印刷シ

ステム更新業務委託に要する費用でございます。 

 節１３・使用料及び賃借料４００万５０００

円は、土木積算システムのリース代などに要す

る費用でございます。 

 節１７・備品購入費３３６万８０００円は、

公用車の購入などに要する費用でございます。 

 節１８・負担金補助及び交付金２４０６万４

０００円は、地震災害関連として、被災した宅

地の復旧や私道の復旧に要する補助金が主なも
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のでございます。 

 節２７・繰出金１４億８４５０万円は、企業

会計であります下水道事業への繰出金でござい

ます。前年度比３４００万円の減となっており

ます。詳細につきましては、後ほど説明します

下水道事業会計で説明をさせていただきます。 

 続きまして、目２・街路事業費では１億１５

９９万３０００円を計上しております。 

 説明欄の南部幹線道路整備事業６５７０万円

は、前川を挟む県施工区間の用地買収や、建物

等移転補償及び道路改良工事など、同事業に係

ります負担金でございます。 

 西片西宮線道路整備事業では１１６万１００

０円を計上しております。本事業は、１工区完

成後、平成２９年度より２工区に着手しており

ますが、令和３年度は、令和２年度の国の３次

補正予算と合わせまして、用地取得、埋蔵文化

財調査及び一部工事を予定しております。 

 節１４・工事請負費１００万円は、西片西宮

線２工区の工事に要する費用でございます。 

 節１８・負担金補助及び交付金６５７３万８

０００円は、南部幹線県事業負担金が主なもの

でございまして、負担率は１０％でございます。 

 なお、南部幹線につきましては、先日、県よ

り情報提供がありまして、令和２年度、今年度

ですが、その予算を流用しまして工事費を確保

され、繰越工事とはなりますが早期の工事着手

に取り組まれるとのことでございました。 

 １０１ページをお願いします。 

 目３・都市下水路費では８３８３万７０００

円を計上しております。 

 説明欄の雨水ポンプ場維持管理事業４３４万

１０００円及び都市下水路維持管理事業３６９

万８０００円は、日奈久浜町ポンプ場や宮地都

市下水路などにおける維持管理に要する費用で

ございます。 

 樋門樋管操作管理事業８７６万９０００円は、

球磨川流域の堤防に設置されております樋門な

ど４４施設の管理委託に要する費用でございま

す。 

 市内一円都市下水路事業６２３７万２０００

円は、用途区域内の排水路の改良及び維持管理

に要する費用でございます。 

 節７・報償費７０２万７０００円は、球磨川

流域に設置された樋門・樋管４４施設の操作員

への報酬でございます。 

 節１０・需用費１３９７万５０００円は、市

内一円の都市下水路の修繕及び堆積土砂のしゅ

んせつや、日奈久浜町と徳淵にあるポンプ場の

燃料や光熱費などに要する費用でございます。 

 節１１・役務費１０８万２０００円は、地元

施工でしゅんせつされた土砂の運搬料や、樋門

操作管理人に掛ける傷害保険料が主なものでご

ざいます。 

 節１２・委託料６２５万６０００円と節１

４・工事請負費５０６９万円は、築添町排水路

改良工事ほか１０か所の工事や測量設計業務委

託に要する費用でございます。 

 目４・公園費では２億２７７７万６０００円

を計上しております。 

 説明欄の市内一円公園維持管理事業１億２４

５万２０００円は、市内１００公園の施設修繕

や管理業務委託、樹木管理委託などに要する費

用でございます。 

 市内一円公園施設整備事業２８００万円は、

球磨川河川緑地及び川の交流広場の舗装補修や、

坂本町のくま川ワイワイパーク大型遊具改修な

ど６公園の施設改修及び北部中央公園ほか９公

園の遊具設置に要する費用でございます。 

 公園施設長寿命化支援事業４３００万円は、

会地公園ほか３公園の遊具改築及び公園施設長

寿命化計画策定業務に要する費用でございます。 

 都市公園安全・安心対策緊急支援事業２４０

０万円は、内膳児童公園ほか２公園のトイレや

園路のバリアフリー化及び高島公園ののり面崩

壊対策測量設計業務に要する費用でございます。 
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 節１０・需用費１７３２万円は、施設修繕や

電気料、下水道使用料などが主なものでござい

ます。 

 節１１・役務費３３４万４０００円は、公園

管理手数料やトイレのくみ取りに要する費用で

ございます。 

 節１２・委託料９８１３万９０００円は、公

園の樹木管理や清掃業務委託に要する費用が主

なものでございます。 

 節１３・使用料及び賃借料１０００万９００

０円は、球磨川スポーツ公園などの簡易トイレ

賃借料や、八代城跡公園などの土地使用料でご

ざいます。 

 節１４・工事請負費６８００万円は、公園施

設整備工事や長寿命化対策工事に要する費用で

ございます。 

 １０２ページをお願いします。 

 目５・区画整理費では１億７１１万１０００

円を計上しております。 

 説明欄の八千把地区土地区画整理保留地販売

促進事業は、民間の不動産業者の力を借りて保

留地の販売を促進するもので、４１万４０００

円を計上しております。 

 八千把地区土地区画整理事業基金事業は、保

留地売払収入及び利子分を同基金に積み立てる

もので、令和３年度は１０５３万円を見込んで

おります。 

 八千把地区土地区画整理事業５９０３万円は、

区画の整地や区画道路の築造及び舗装、また、

電柱移設、工作物補償などに要する費用でござ

います。 

 節７・報償費４１万４０００円は、保留地販

売促進手数料１件分でございます。 

 節１０・需用費３０６万円は、道路の修繕料、

消耗品及び公用車のガソリン代などが主なもの

でございます。 

 節１２・委託料１２１８万円は、画地測量や

補償費算定業務委託などに要する費用でござい

ます。 

 節１４・工事請負費３９３０万円は、整地工

事や区画道路の築造及び舗装工事に要する費用

でございます。 

 節２１・補償、補填及び賠償金７２０万円は、

電柱移設補償や工作物補償などの費用でござい

ます。 

 節２４・積立金１０５３万円は、事業基金へ

の積立金でございます。 

 なお、八千把地区土地区画整理事業につきま

しては、現在、平成１２年度から令和４年度ま

での事業期間としておりましたが、保留地処分

が進まなかったことに伴います工事進捗の遅れ

などによりまして、事業期間を令和１０年度ま

で延伸する予定でございます。現在、熊本県と

協議を行っているところでございます。 

 １０３ページをお願いいたします。 

 項６・住宅費、目１・住宅管理費では３億２

１２７万２０００円を計上しております。 

 説明欄の公営住宅管理事業６３４７万５００

０円は、老朽箇所の修繕、並びに給排水設備や

浄化槽設備などの保守点検に要する費用でござ

います。 

 公営住宅ストック総合改善事業２億２２０万

７０００円は、築添団地の給水設備改修や、郷

開団地の屋上防水及び外壁改修に要する費用で

ございます。 

 公営住宅施設整備事業１３６９万５０００円

は、政策空き家解体や新町団地電気温水器取替

え、また、入居から長期間を経過した入居者の

畳替えなどに要する費用でございます。 

 節１０・需用費３５９９万円は、市営住宅の

修繕料が主なものでございます。 

 節１１・役務費３５０万６０００円は、団地

内の除草や植木剪定などの手数料が主なもので

ございます。 

 節１２・委託料２４５７万３０００円は、市

営住宅の各種設備の保守点検などに要する費用
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でございます。 

 節１４・工事請負費２億６６０万７０００円

は、築添団地の給水設備改修工事や、郷開団地

の屋上防水及び外壁改修工事、また、政策空き

家解体工事などに要する費用でございます。 

 節１７・備品購入費３１１万６０００円は、

新町団地の電気温水器購入に要する費用が主な

ものでございます。 

 目２・住宅用地造成費では１万９０００円を

計上しております。 

 説明欄の宅地分譲貸付事業は、定住促進のた

めに造成しました宅地分譲地の販売及び貸付け

を行うものでございます。 

 続きまして、配付しております資料の説明を

させていただきます。 

 お手元に別添で２つ資料があるかと思います。

右肩に黒枠で、建設環境委員会資料と記載して

おります議案第５号・令和３年度八代市一般会

計予算（建設部所管分）が１つでございます。 

 それともう１つ、同じく右肩に建設環境委員

会資料と書いてありますが、令和３年度地域要

望への対応、建設部所管分という２つの資料を

別添資料としてお配りさせていただいておりま

す。ちょっと厚めの位置図とか一覧表が載って

いる資料ですね。議案第５号の分ということで。

よろしいでしょうか。 

 最初に、令和３年度八代市一般会計予算、建

設部所管分について説明いたします。簡単に説

明させていただきます。 

 この資料は、市内一円で実施しています各事

業の詳細をお示しするものでございます。 

 表紙をめくっていただきまして、裏に目次を

つけております。 

 １ページが交通安全施設整備事業の予定表、

２ページから７ページまでがその箇所図でござ

います。同様に、１３番まで書いておりますが、

各事業の予定表及び箇所図を添付いたしており

ます。 

 なお、詳細については説明を割愛させていた

だきたいと思います。 

 次に、もう１つの資料、令和３年度地域要望

への対応、建設部所管分について説明いたしま

す。 

 後ほどじっくり御覧いただければと思うんで

すが、こちらの資料は、令和２年度に各地域協

議会から建設部に寄せられました要望１０１７

件のうち、令和３年度までに各課が対応する１

９７か所を取りまとめた資料でございます。後

ほど御覧になっていただければと思います。 

 以上で資料の説明を、簡単でございますが終

わらせていただきます。 

 最後に、款１０・災害復旧費の建設部所管分

について説明します。もう一度予算書のほうに

お戻りいただきたいと思います。 

 １２１ページをお開きください。 

 ページ下段の款１０・災害復旧費、項２・公

共土木施設災害復旧費、目１・道路橋梁施設災

害復旧費では８３２万７０００円を計上してお

ります。 

 説明欄の道路橋梁施設災害復旧事業では、令

和元年７月の梅雨前線豪雨により、斜面が崩壊

しました泉管内の市道腰越～平線の災害復旧を

行うものでございます。 

 節１２・委託料８３２万７０００円は、調査

及び測量設計業務委託に要する費用でございま

す。 

 なお、この腰越～平線についてはですね、後

ほど所管事務調査で現在の状況等については詳

しく説明をさせていただきたいと思います。 

 以上をもちまして、款７・土木費、款１０・

災害復旧費の建設部関係の説明とさせていただ

きます。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（橋本隆一君） １０１ページの公園費
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について、ちょっと確認で申し訳ないんですけ

ども、市内一円公園維持管理事業、それから、

市内一円公園施設整備事業、公園施設長寿命化

対策支援事業で、公園の整備事業ちゅうのは大

体、地域の住民自治あたりでですね、そういう

トイレとか、あるいは草取りとかされていると

ころが多いと思うんですけど、そういったとこ

ろにこのお金ちゅうのは使われるという意味で

捉えていいんですか。それとも別の事業で使わ

れるんですか。 

○都市整備課長（一美晋策君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）都市整備課、

一美です。 

 ただいま御質問がありました公園の維持管理

事業の事業費につきましては、今おっしゃいま

したように、主立って公園の維持管理を町内の

愛護会等々にお願いしてるもんですから、そち

らに対する愛護会の維持管理費並びにですね、

遊具等が修理が必要になったりとか、そういう

こともありますので、それと工事請負費、修繕

費等々を予定させていただいているところでご

ざいます。 

○委員（橋本隆一君） はい、ありがとうござ

いました。 

 またお尋ねで申し訳ないんですけど、愛護会

員のほうでですね、高齢でなかなか自分たちが

手に負えないので、どぎゃんすんならよかとだ

ろかちゅう声をよく聞くんですけど、そういっ

た御要望ちゅうのは市のほうでは受けておられ

ますですか。 

○都市整備課長（一美晋策君） その件につき

ましてはですね、昨年に一般質問でもございま

して、うちのほうでもですね、１０月に愛護会

のほうに、これは旧市内の愛護会のほうにアン

ケート調査をさせていただきました。 

 主な内容につきましてはですね、作業内容に

ついては、難しいか簡単か適当か、あるいは作

業量、会員数、委託料、５年後の高齢化という

ようなお話もあったんで、５年後の維持管理は

可能かというようなことで、５項目についてア

ンケート調査をさせていただいております。 

 今、委員のほうから御質問がありました、高

齢化が進んでて５年後は愛護会での作業は可能

かというような御質問に対してはですね、４２

愛護会の回答に対してですね、難しいであろう

ということが１３か所、可能であるというのが

９か所、分からないというのが２０か所という

ことで回答をいただいているところでございま

す。 

 以上、回答といたします。 

○委員（橋本隆一君） ありがとうございます。

対応に関してはですね、今後また違う形で質問

させていただきます。すいません、状況は分か

りました。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 民間建築物耐震化促進

事業のことでお尋ねしたいんですけども、これ

の財源を見ると、国とか県のほうからの支出金

が多くを占めているわけですが、この事業を取

り組むに至った経緯と、件数をですね、予算の

概要のほうではお示しいただいているんですけ

ども、その辺りどういったところからこの件数

を引っ張ってこられたのかというところをお聞

かせいただけますか。 

○首席審議員兼建築指導課長（宮端晋也君） 

 建築指導課、宮端でございます。よろしくお

願いいたします。 

 まず、経緯ということでお尋ねございました。

耐震化の、市でやっております事業、補助の事

業でございますけども、平成２０年度から開始

をしておりまして、平成２０年度は耐震診断を

補助するというものだけやっておりましたけど

も、その後、耐震の改修工事についての補助を

行うというのが平成２５年度からしております。 

 それから、平成２９年度になりましてから、

耐震に伴う建て替え工事ですとか、耐震シェル
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ター工事などのメニューを追加しております。 

 耐震診断につきましては、平成２９年度から

令和２年度まで、県のほうで耐震診断の補助を

されるということで、市のほうではやっており

ませんでした。ですが、県のほうが令和２年度

で終わられるということで、令和３年度は耐震

診断のほうも予定をさせていただいているとこ

ろです。 

 件数につきましてですが、令和３年度の予定

としましては、耐震建て替え工事のほうが９件、

耐震改修設計一括のほうが８件という予定をさ

せていただいておりますけども、これは、これ

までの各年度の申請の状況等を見て、件数の想

定させていただいております。 

 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 交通安全施設整備事業

で、街路灯をＬＥＤ化されるように概要のほう

でお示しいただいているんですけれども、具体

的に、この街路灯ＬＥＤ化というのはどこをさ

れるのかというのを教えていただければと思い

ます。 

○土木課長（小原聖児君） お答えいたします。 

 まず、場所は八代緑の回廊線ということで、

松崎町の火葬場のほうから県道八代鏡線のほう

の、九州ガスさんがございますけども、そちら

のほうに向かって、一応予算的には１０００万

円ということでしておりますが、その中で８０

本程度は可能じゃなかろうかというところで、

今それを予定しているところでございます。 

 全体数で申し上げますと、街路灯、街灯とい

うことでいきますと５５０本程度が確認できて

いるという現況でございます。それを計画とし

ては５年間でＬＥＤ化に進めてまいりたいと考

えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

○委員（福嶋安徳君） ９６ページになります

が、交通安全施設整備事業の中で、カーブミラ

ーの設置事業があっとですけども、これは各支

所の管轄で予算計上というのもあってるんです

か。 

○土木課長（小原聖児君） お答えいたします。 

 一括で予算要求はしておりまして、後から配

分ということで、取扱いのほうは各支所対応に

なっております。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 公営住宅ストック総合

改善事業と、公営住宅施設整備事業、もう両方

併せてお尋ねをします。 

 築添団地の給水設備改修、それから郷開団地

の防水工事、これは実際に傷んでいるというこ

とでしょうか。例えば郷開団地の防水であれば、

もう雨漏りが始まっているから対策を取ります

ということなのか、予防という形で取っていか

れるのかという点と、公営住宅施設整備事業の

ほうでは、市営住宅の畳の取替え修繕というこ

とで上がっておりますけども、こちらのほうは

政策的に取替えをされるのか。もしくは、転居

の後の対策として畳の入替えをすると、張り替

えをするというようなことなのか。その辺りを

お聞かせいただきたいと思います。 

○理事兼住宅課長（下村孝志君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）住宅課、下村

です。 

 委員お尋ねの、まず築添団地の給水施設でご

ざいますけれども、この施設は昭和５１年から

５５年にかけて整備されております。 

 今回（聴取不能）熊本地震を経験いたしまし

てですね、特になかったんですけれども、非常

に高い位置に、高い施設でございまして、今後

危険でもあるということで全面的な改修工事を

行うというところになっております。 

 郷開団地に関しましてはですね、これは委員

おっしゃいましたとおり予防的措置というとこ
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ろで、今回、長寿命化計画に沿ってするという

こととなっております。 

 それと、市営住宅の畳の取替え修繕につきま

しては、これも委員おっしゃいますとおり、政

策的なことということで取替えと。今回、対象

戸数は２１戸予定しております。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） ありがとうございます。 

 すいません。築添団地の給水設備の件だけち

ょっと再質問という形になっとですけど、給水

装置は高いとおっしゃったんですけど、屋上に

多分設置されているんですけども、その屋上の

位置でさらに高い設備という形になっていると

いう理解でいいんでしょうか。その辺りを詳し

く教えてください。 

○理事兼住宅課長（下村孝志君） 先ほど申し

上げました高いところというのはですね、別棟

に建っておりまして、今回それを取り除いてで

すね、地面に置くタイプとして、ポンプで吸い

上げると。各住戸に送り出すというような方式、

簡単に言えばですね、ということになります。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） ありがとうございます。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

○委員（大倉裕一君） すいません。地域要望

に対する対策を資料としておつけいただいてお

ります。１９７ぐらいだったですかね、３年度

の要望を対応していただくということで、地域

としては非常にありがたいと思われる反面、ま

あ１９７件に収まってしまったのかというよう

な思いを持たれる方と、両面あるんかなという

ふうに思うんですけども、３年度の予算として

は、これ全体１９７件でお幾らぐらいの予算を

確保されたのかということをお聞かせいただけ

ますか。 

○委員長（増田一喜君） どなたが答えますか。 

○建設部次長（西 竜一君） ちょっとお時間

いただけますか。合計をちょっと。 

○委員（大倉裕一君） 概算で結構ですけど。 

○委員長（増田一喜君） 土木分でしょう。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○建設部次長（西 竜一君） 今、前段のほう

でお話をされた件数についてなんですが、毎年

大体建設部関係にはですね、１０００件ほど地

域要望というのが出てきます。これは、小さい

修繕からですね、大きな道路改良工事まで様々

ではございますが、大体１０００件ほど出てま

いります。 

 通常ですね、予算的に考えますと２０％以下、

まあ１５から２０ぐらいが大体毎年ですね、実

施できるぐらいの予算規模ということで考えて

おります。 

 それだけでいけばですね、５年もあれば全部

できるんじゃないかということになりますが、

１年１９０件、そしたらまた次の年新規で１９

０件ということで毎年出てきておりますので、

それをですね、対応していくというような形に

なりますので、この地域の要望のですね、在り

方自体もちょっと今後はですね、私どももです

ね、地域の方々と打ち合わせていかなくちゃい

けないところはあるのかなというふうに考えし

ますが、実際、今のところ、毎年１０００件ず

つ、要望対応が終わっても、改めて、１０００

件ずつぐらいとなって大体出てくるようなこと

になりますので。はい。大体それが──。です

ので、それを、２０％ですので、本来であれば

１００％というのがですね。毎年増えていくん

で。１００％というのにしたいんでしょうけど、

それがなかなかできない状態の予算規模という

ことで、すいません、それだけについては、ち

ょっと今お答えしたいなと思っております。 

○土木課長（小原聖児君） ただいま委員の事

業費の件でございましたが、地域要望というこ

とで、道路、水路、公園といろいろあります。

いろんな課にちょっとまたがっているようなこ

とでありますし、また、工事費、修繕代、原材
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料費とかいろいろございますので、後ほど整理

しましてから提出したいと思いますけれども、

よろしいでしょうか。 

○委員長（増田一喜君） いいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい、構いません。 

○都市整備課長（一美晋策君） ただいまの御

質問の補足になりますが、公園等につきまして

は高木の伐採というようなことで地元の要望が

上がっております。 

 これにつきましてはですね、地元愛護会と立

ち会ってからですね、どこまでというようなこ

とでやるもんですから、現状として事業費、そ

れに幾らかかるのかって言われると、ちょっと

ですね、どこまで切るのかという問題があるも

んですから、そこ辺りは地元と確認した上でと

いうことでの対応を予定しておりますので、公

園等については事業費というようなことを現状

としてなかなかつかみづらいというのが現状か

と思っております。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） お言葉なんですけども、

ある程度の事業費を概算としてお持ちになった

ところで地域との交渉に入られるというふうに

私は思うんですね。ですので、金額的にここま

では切れるけど、これからお金多分ちょっと足

りませんよというような話になっていくんでは

ないかという思いからすると、ちょっと課長の

今の説明の部分は受け入れ難いところかなとい

うふうに思っております。 

 後ほどで構いませんので、大枠的なところの

ですね、地域要望に対する予算をお示しいただ

ければと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

○委員長（増田一喜君） では、後でですね。

後ほど全委員にお知らせいただければと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

○委員（北園武広君） ９５ページの空き家バ

ンク事業と関連します新規の空き家等対策事業

に関してですけれども、今、空き家バンク事業

の中で把握されている空き家の件数、分かれば

教えていただきたいのと、それと、今どれだけ

登録件数はされておるのかというのを教えてい

ただきたいと。 

 空き家対策の今度の新規事業のやつですけど

も、空き家の実態把握を業務っていうような概

要で書いてあったんですけど、もう少しちょっ

と具体的に内容を教えていただければと思いま

す。よろしくお願いします。 

○理事兼住宅課長（下村孝志君） 平成２６年、

２７年で一度空き家の調査を行っておる中で、

空き家の数がこのときに２２２２件、そのうち

の空き家バンクの対象となる空き家は、これは

目視での調査、結果ということですけれども９

３３件、これを空き家バンク対象と初期にした

ところです。 

 今回、新規事業で出しております空き家等対

策事業につきましては、この空き家調査をです

ね、改めてやるということと考えております。

５年、６年ぐらい前に行った後に、熊本地震も

経験いたしましたし、今回、豪雨災害もあった

ということで、改めて実態のほうを把握したい

ということで今回実態調査をさせていただきま

す。 

 それと、現在の空き家バンクの登録状況でご

ざいますけれども、今のところの２月末の累計

ということになりますけれども、登録件数が７

０件、それと、そのうちの成約がですね、売買、

賃貸合わせまして４７件ございます。 

 以上です。 

○委員（北園武広君） ありがとうございまし

た。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 今の関連で、新たに空

き家のほうを実態把握されるということで、委

託なので外注というようなことになっているの

かなというふうに思うんですけども、一番詳し
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いのは地域にいらっしゃる、住んでいらっしゃ

る方々であって、市のほうに協力をしていただ

く市政協力員さんとか、民生委員さんとかです

ね、いらっしゃるんではないかなと。この方々

との、もし契約ができればですね、住民自治組

織への財源というような形でもつながっていき

ますので、そういったところも１つの取組とし

ては面白い取組といいますか、実態に即した結

果を得やすい取組になっていくんではないかな

というふうに思いますので、この場で答えをと

は申し上げませんので、そういったことも視野

に入れていただきながら、この事業を進めてい

ただければなというふうに思いました。 

 すいません。ちょっと意見っぽくなりました

けど。 

○委員長（増田一喜君） 意見ですね。 

 ほかに質問ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 それでは、これより採決いたします。 

 議案第５号・令和３年度八代市一般会計予算

中、当委員会関係分については、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため小会いたします。 

（午後２時０４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時０５分 本会） 

◎議案第９号・令和３年度八代市農業集落排水

処理施設事業特別会計予算 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、議案第９号・令和３年度八代市農業集

落排水処理施設事業特別会計予算についてを議

題とし、建設部より説明を求めます。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）下水道総務課

の奥村でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、議案第９号・令和３年度八代市農

業集落排水処理施設事業特別会計予算につきま

して説明をさせていただきます。着座にて説明

させていただきます。 

○委員長（増田一喜君） どうぞ。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） 予算書の説

明の前に、まず、八代市農業集落排水処理施設

事業の概要につきまして御説明させていただき

ます。 

 この事業は、農業集落の生活環境の向上と公

共用水域の水質保全を目的として、東陽町と泉

町の中心部で実施しております。 

 東陽町が平成７年度から１１年度まで、泉町

が平成４年度から８年度まで事業を行っており

まして、建設事業は完了しており、現在は施設

の維持管理や使用料の徴収などが主な業務とな

っております。 

 令和元年度末の東陽町と泉町を合わせました

処理区域内人口は１８９５人、水洗化人口が１

５７７人でございますので、水洗化率は８３.

９％となっております。 

 令和２年度は全体で新規、増設それぞれ１世

帯があっておりますが、地域全体の人口減少に

伴い、農集区域内の水洗化人口も減少している

状況でございますので、令和２年度末の水洗化

率は、令和元年度末と同程度を見込んでおりま

す。 

 このような状況の中で、令和３年度予算も引

き続き農業集落の生活環境の向上のための排水

処理施設の維持管理費が主なものとなっており

ます。 

 以上、簡単ですが概要説明を終わります。 
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 続きまして、令和３年度八代市農業集落排水

処理施設事業特別会計予算の内容について御説

明いたします。 

 予算書の９５ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算の総額は、第１条第１項でそれ

ぞれ９３７０万９０００円と定めております。

この額は前年度より１７４万２０００円の減額

となっております。 

 第２項・歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額は、９６ページの第１表歳入歳

出予算に記載しております。 

 第２表の地方債は、地方自治法第２３０条第

１項の規定により、９７ページの第２表地方債

のとおり、資本費平準化債を目的に、１３３０

万円を限度額として、起債の方法を証書借入ま

たは証券発行とし、利率及び償還の方法は記載

のとおりでございます。 

 それでは、本予算につきまして、９９ページ

からの説明書を基に主なものを御説明いたしま

す。 

 おめくりいただきまして、１０２ページをお

願いします。歳入でございます。 

 款１・負担金及び負担金、項１・分担金、目

１・農業集落排水事業費分担金２０万円は、新

規ます設置者に対して、条例に基づき１世帯当

たり１０万円を徴収しておりまして、前年度と

同様２件分を予定しております。 

 款２・使用料及び手数料、項１・使用料、目

１・農業集落排水処理施設使用料では３６７８

万１０００円を計上しており、前年度より１５

万６０００円の増となっています。 

 １０３ページをお願いいたします。 

 款３・繰入金、項１、目１・一般会計繰入金

４３４１万１０００円は、農業総務費からの一

般会計繰入金で、前年度より２４０万１０００

円の減となっております。これは、長期債の元

利償還額の歳出減が主な要因でございます。 

 １０４ページをお願いいたします。 

 款６、項１・市債、目１・農業集落排水事業

債１３３０万円は、資本費平準化債でございま

して、５０万円の増となっております。資本費

平準化債は、使用者の負担を軽減し、かつ世代

間の負担の公平を図るため、本事業における負

担の一部を後年度に繰り延べるためのものでご

ざいます。 

 １０５ページをお願いいたします。歳出でご

ざいます。 

 款１、項１・農業集落排水処理事業費、目

１・農業集落排水事業費４０７３万３０００円

は、農業集落排水処理施設の維持管理と普及促

進及び使用料の徴収などに要する経費でござい

ます。 

 主な内訳は、職員１名分の人件費７６８万２

０００円、東陽地区一般事務事業は処理場及び

マンホールポンプの電気料や施設の維持管理業

務委託などで２１３９万７０００円を計上して

おります。また、泉地区一般事務事業１１６５

万４０００円も、東陽地区と同様、維持管理経

費でございます。 

 次に、款２、項１・公債費５２９７万６００

０円は、長期債償還元金が４７７８万６０００

円、長期債償還利子が５１９万円でございまし

て、前年度より２２５万円の減額となっており、

内訳は説明欄に記載のとおりでございます。 

 次の１０６ページから１１１ページまでは、

給与費明細書に関する調書でございますが、説

明は省略させていただきます。 

 １１２ページをお願いいたします。地方債の

当該年度末における現在高の見込みに関する調

書でございます。 

 農業集落排水整備事業債の前年度末現在高見

込額は２億６２６７万６０００円、当該年度中

起債見込額が１３３０万円、同年度中元金償還

見込額が４７７８万６０００円でございますの

で、当該年度末現在高見込額は２億２８１９万

円でございます。 
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 農業集落排水処理施設事業につきましては、

施設の長寿命化と施設更新・整備に要する費用

の平準化を図りながら計画的な経営を目指し、

水洗化率や収納率の向上による使用料収入の確

保や、適切な維持管理による経費のさらなる縮

減に努めてまいりたいと考えております。 

 以上で、議案第９号・令和３年度八代市農業

集落排水処理施設事業特別会計予算の説明を終

わります。御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 公債費のことでお尋ね

になりますけれども、市債を借りながら平準化

していくような形を取ってやるわけですけども、

負担を平準化させて負担を抑えていくというと

ころはですね、理解をしておりますけれども、

この年度末の現在高見込みですか、起債の償還

が全て終わるっていうのは何年度を見越してあ

るのかということと、計画どおりに順調にいっ

ているのかどうかというところをお聞かせいた

だきたいと思います。 

○委員長（増田一喜君） どなたが答えますか。 

○下水道総務課主幹兼水洗化促進係長（上村和

寛君） 水洗化促進係の上村です。よろしくお

願いいたします。 

 起債の見込みは、すいません、今はちょっと

手元に持ってきてないですけども、この起債と

いうのが建設当初の工事費の分になりますので、

これまでのところは、当初の分になりますので、

今後特に増額したとか減額するというようには

なりませんので、順調に起債の返還は行ってい

るというところです。 

○委員（大倉裕一君） 何年度でこの公債費を

割るんでしょうか。それと、一方では、片方、

平準化債というものを借りながらということで

すよね。平準化債をずっと借り続けていくとい

う形になるんでしょうか。そしたら、ずっと公

債費が残っていくという形になりますよね。ど

こかでゼロにしてあげなければいけないと思う

んですけど。 

○委員長（増田一喜君） この償還がいつ頃終

わるんですかというのがお尋ねの１つです。 

○下水道総務課主幹兼水洗化促進係長（上村和

寛君） 平準化債のほうは、建設当初に必要だ

った費用ということになりますので、今後、平

準化債のほうはもう減額してまいります。 

 それから、支払いの、すいません、償還の最

終的な部分というのは、今手元に資料を持ちま

せんので、申し訳ありませんけど、今ちょっと

ここでお答することはできません。申し訳あり

ません。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） 予算審査ですので、あ

らゆる資料はですね、議会のほうにも持ってき

ていただくような態勢といいますか、気構えで

来ていただければというふうに思います。後ほ

どお知らせいただければと思いますので、よろ

しくお願いします。 

○委員長（増田一喜君） ということで、後ほ

ど全委員にお知らせいただければと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 それでは、これより採決いたします。 

 議案第９号・令和３年度八代市農業集落排水

処理施設事業特別会計予算については、原案の

とおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 
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◎議案第１０号・令和３年度八代市公共浄化槽

等整備推進事業特別会計予算 

○委員長（増田一喜君） 次に、議案第１０

号・令和３年度八代市公共浄化槽等整備推進事

業特別会計予算についてを議題とし、建設部よ

り説明を求めます。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） 下水道総務

課の奥村でございます。引き続きよろしくお願

いいたします。 

 議案第１０号・令和３年度八代市公共浄化槽

等整備推進事業特別会計予算につきまして、着

座にて説明をさせていただきます。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） 予算書の説

明の前に、まず、八代市公共浄化槽等整備推進

事業の概要につきまして御説明させていただき

ます。 

 この事業は、市が設置主体となって、浄化槽

を東陽町、泉町の農業集落排水処理施設事業の

認可区域以外の地区で整備し、雑排水等を処理

することにより、生活環境の保全及び公衆衛生

の向上を図るもので、東陽町は平成１３年度か

ら、泉町は１４年度からそれぞれ実施しており

ます。 

 なお、令和２年度までは、八代市浄化槽市町

村整備推進事業という事業名でしたが、浄化槽

法の改正に伴い、令和３年度より名称を公共浄

化槽等整備推進事業に変更いたします。 

 令和２年度は、当初設置予定４基に対して、

泉町で３基設置いたしており、令和３年度も前

年と同様、４基の設置を予定しております。 

 以上、簡単ですが概要説明を終わります。 

 続きまして、令和３年度八代市公共浄化槽等

整備推進事業特別会計予算の内容について御説

明いたします。 

 予算書の１１５ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算の総額は、第１条第１項で、そ

れぞれを５０８１万８０００円と定めておりま

す。この額は、前年度より１万４０００円の減

額となっております。 

 第２項・歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額は、１１６ページの第１表歳入

歳出予算に記載しております。 

 第２条の地方債は、地方自治法第２３０条第

１項の規定により、１１７ページ下段の第２表

地方債のとおり、浄化槽市町村整備推進事業を

目的に３００万円を限度額として、起債の方法

を証書借入または証券発行とし、利率及び償還

の方法は記載のとおりでございます。 

 それでは、本予算につきまして、１１９ペー

ジからの説明書を基に主なものを御説明いたし

ます。 

 おめくりいただきまして、１２２ページをお

願いいたします。歳入でございます。 

 款１・分担金及び負担金、項１・分担金、目

１・公共浄化槽等整備推進事業費分担金４０万

円は、合併処理浄化槽を市で設置する際、条例

に基づき１基当たり１０万円を徴収しておりま

して、前年度と同様、４基分を見込んでおりま

す。 

 款２・使用料及び手数料、項１・使用料、目

１・公共浄化槽等整備推進事業使用料では２６

６８万３０００円を計上しており、令和元年度

から４０万７０００円の増となっています。 

 １２３ページをお願いいたします。 

 款３、項１・国庫補助金、目１・公共浄化槽

等整備推進事業費国庫補助金１３１万６０００

円は、浄化槽整備に関する補助金で、事業費の

３分の１が交付されるものです。 

 款４・県支出金、項１・県補助金、目１・公

共浄化槽等整備推進事業費県補助金１６万３０

００円は、前年度設置した事業実績に対し、６.

５％交付される後年交付金でございます。 

 款５・繰入金、項１、目１・一般会計繰入金

１９２３万９０００円は、生活環境総務費から
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の一般会計繰入金で、維持管理費や公債費など

に充当しております。 

 １２４ページをお願いします。 

 款５・繰入金の浄化槽市町村整備推進事業減

債基金繰入金は、令和２年度で全額の繰入れが

終了したことで、計上はありません。 

 １２５ページをお願いいたします。 

 款８、項１・市債、目１・公共浄化槽等整備

推進事業債３００万円は、新規予定設置基数４

基が対象となります。 

 おめくりいただきまして、１２６ページをお

願いいたします。歳出でございます。 

 款１、項１・公共浄化槽等整備推進事業費、

目１・浄化槽総務費３８９５万１０００円は、

浄化槽施設の維持管理と普及促進及び使用料の

徴収などに要する経費でございます。 

 内訳は、右側の説明欄に記載のとおり、職員

１人分の人件費と東陽地区及び泉地区一般事務

事業に必要な費用で、東陽地区一般事務事業１

０５９万８０００円は、１５２基の浄化槽法定

検査手数料５９万１０００円、浄化槽維持管理

委託料分９１０万１０００円、システム改修委

託費４２万９０００円などが主なものでござい

ます。 

 泉地区一般事務事業１８６２万７０００円は、

浄化槽法定検査手数料２６４基分１０３万３０

００円、浄化槽維持管理委託料２６４基分１７

１９万３０００円などが主なものでございます。 

 目２・浄化槽整備費５２８万円は、説明欄に

記載の東陽地区整備事業２６３万円、泉地区整

備事業費２６５万円で、それぞれ浄化槽新設工

事２基分が主なものでございます。 

 浄化槽整備費は、前年度と比べまして４４万

円の増となっておりますが、これは単独浄化槽

から転換する際の宅内配管に対し、新たに３０

万円を限度に補助することが主な要因でござい

ます。 

 款２、項１・公債費、目１・元金が５４０万

６０００円、目２・利子が１１８万１０００円

でございます。なお、地区ごとの内訳は説明欄

に記載のとおりでございます。 

 １２７ページから１３２ページまでは給与費

明細書、１３３ページの上段は債務負担行為の

支出予定額等に関する調書でございますが、説

明は省略させていただきます。 

 １３３ページ下段をお願いいたします。地方

債の当該年度末における現在高の見込みに関す

る調書でございます。 

 公共浄化槽等整備推進事業債の前年度末現在

高見込みの額が７７３２万２０００円、当該年

度中起債見込額が３００万円、当該年度中元金

償還見込額が５４０万６０００円でございます

ので、当年度末現在高見込額は７４９２万６０

００円でございます。 

 公共浄化槽等整備推進事業につきましては、

適切な維持管理による経費のさらなる縮減や使

用料の増収に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上で、議案第１０号・令和３年度八代市公

共浄化槽等整備推進事業特別会計予算の説明を

終わります。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（大倉裕一君） この会計も同じくです

が、起債の償還の終了年度というのはいつにな

っておりますか。 

○下水道総務課主幹兼水洗化促進係長（上村和

寛君） 申し訳ありません。こちらも年度とい

うのはちょっと今手元に資料がないんですけど

も、３０年度末の残高としまして８４９９万円

ございます。昨年度が３８９万８０００円とい

うことで、約４００万円の減額になっておりま

すので、ざっくり計算しますと２０年ぐらいと

いうような、計算上はなります。申し訳ありま

せん。 
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○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） 後ほどまたお知らせを

いただければと思います。 

○委員長（増田一喜君） 後でお知らせいただ

ければと思います。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

○委員（大倉裕一君） 一般会計のほうからの

繰入金が、これはもう法定内というんですかね、

ルール分というようなところがあるかもしれま

せんけど、極力少額で済むようなですね、取組

をお願いしておきたいというふうに思います。

前の会計も同じことを言いたかったんですけど、

忘れてしまいましたので、併せてお願いしてお

きたいと思います。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 それでは、これより採決いたします。 

 議案第１０号・令和３年度八代市公共浄化槽

等整備推進事業特別会計予算については、原案

のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 小会いたします。 

（午後２時３０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時３９分 本会） 

◎議案第１７号・令和３年度八代市下水道事業

会計予算 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１７号・令和３年度八代市下水

道事業会計予算についてを議題とし、建設部よ

り説明を求めます。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） 下水道総務

課の奥村でございます。隣が下水道建設課長の

涌田でございます。よろしくお願いいたします。 

 着座にて説明します。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） それでは、

議案第１７号・令和３年度八代市下水道事業会

計予算について御説明いたします。別冊の予算

書の１ページをお願いいたします。 

 第１条の総則で、令和３年度八代市下水道事

業会計の予算は次に定めるところ、すなわち、

第２条から第１１条に定めるところによるとし

ております。 

 第２条、業務の予定量でございます。令和３

年度末の予定として、処理区域内人口を６万８

５４人、処理区域面積を１７６３ヘクタール、

水洗化人口を５万２６３９人、年間総処理水量

を７０２万４６４２立米、年間有収水量を５９

８万４９９５立米、また、主要な建設改良事業

といたしまして、管渠施設整備費を８億５９１

０万１０００円、ポンプ場施設整備費を２億９

２４４万６０００円及び水処理センター施設整

備費を１４７９万円としております。 

 おめくりいただきまして、２ページをお願い

いたします。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額でござ

います。 

 まず、収入でございます。第１款・下水道事

業収益で３５億５６４９万９０００円、内訳と

しまして、第１項・営業収益で１４億５８８２

万円、第２項・営業外収益で２０億９７６７万

６０００円、第３項・特別利益で３０００円を

計上いたしております。 

 次に、支出でございます。第１款・下水道事

業費用で２９億２１９１万円、内訳としまして、

第１項・営業費用で２６億４３３万９０００円、

第２項・営業外費用で３億１１５６万９０００

円、第３項・特別損失で１００万２０００円、
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第４項・予備費で５００万円を計上いたしてお

ります。 

 したがいまして、差引き収支は６億３４５８

万９０００円の黒字を見込んでおります。 

 ３ページをお願いいたします。 

 第４条、資本的収入及び支出の予定額でござ

います。 

 まず、収入でございます。第１款・資本的収

入で１９億４９０６万９０００円、内訳としま

して、第１項・企業債で１０億８８００万円、

第２項・補助金で６億３５４３万８０００円、

第３項・受益者負担金及び分担金で４６２４万

５０００円、第４項・他会計負担金で１億７９

３８万６０００円を計上いたしております。 

 次に、支出でございます。第１款・資本的支

出で３０億１９７万円、内訳としまして、第１

項・建設改良費で１１億９７４２万円、第２

項・企業債償還金で１８億３５５万円、第３

項・予備費で１００万円を計上いたしておりま

す。 

 したがいまして、差引き収支は１０億５２９

０万１０００円の財源不足を見込んでおります。 

 なお、４条の括弧書きである資本的収入額が

資本的支出額に対して不足する額１０億５２９

０万１０００円は、当年度分消費税及び地方消

費税資本的収支調整額８５１５万５０００円、

当年度分損益勘定留保資金５億３０６５万円及

び当年度利益剰余金処分額４億３７０９万６０

００円で補填するものとしております。 

 なお、収益的収入及び支出と資本的収入及び

支出の詳細につきましては、後ほど予算に関す

る説明書で御説明いたします。 

 おめくりいただきまして、４ページをお願い

いたします。 

 第５条、債務負担行為でございます。１件の

債務負担行為の設定となりますが、中央ポンプ

場改築工事委託（第５期）の期間は令和４年度、

限度額は４億３９００万円でございます。 

 第６条は企業債でございます。施設整備に伴

う建設改良企業債及び資本費平準化債などの準

建設改良企業債を合わせて１０億８８００万円

を限度額として設定しております。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 第７条、一時借入金の限度額は２０億円と定

めております。 

 第８条は、予定支出の各項の経費の金額の流

用でございます。これは、予定支出の各項の経

費の金額のうち、項と項の間で流用することが

できる場合は、営業費用と営業外費用との間の

みであることを定めております。 

 第９条は、議会の議決を経なければ流用する

ことのできない経費として、職員給与費２億２

１６８万１０００円を定めております。 

 第１０条、他会計からの補助金としまして、

下水道事業会計の経営基盤確立のため、一般会

計からこの会計へ補助を受ける金額、いわゆる

基準外の繰入金は２億７９４３万８０００円を

予定いたしております。 

 第１１条、利益剰余金の処分では、当年度の

純利益見込みのうち４億３７０９万６０００円

を、先ほどの第４条括弧書きにあります資本的

収支の不足を補填するため、減債積立金として

積立て、処分することをあらかじめ定めるもの

でございます。 

 おめくりいただきまして、７ページをお願い

いたします。下水道事業会計予算に関する説明

書でございます。 

 １枚めくっていただきますと、地方公営企業

法施行令第１７条の２に基づき、９ページから

１３ページまで予算の実施計画、１４ページに

予定キャッシュ・フロー計算書、１５ページか

ら１９ページまで令和２年度の予定損益計算書

及び予定貸借対照表、２０ページから２２ペー

ジまで令和３年度の予定貸借対照表を掲載いた

しております。 

 それでは、令和３年度予算の詳細につきまし
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て御説明いたします。２３ページをお願いいた

します。 

 収益的収入及び支出でございます。 

 まず、収入でございます。 

 款１・下水道事業収益、項１・営業収益、目

１・下水道使用料で１２億３２８９万、目２・

雨水処理負担金で２億２４４６万２０００円、

目３・その他営業収益で１４６万８０００円を

予定しております。 

 下水道使用料が昨年度より１１８０万円の増

となっておりますのは、接続世帯数の増加の影

響が主な要因でございます。また、雨水処理負

担金は、雨水処理経費に係る基準内の一般会計

繰入金で、その他営業収益は督促手数料が主な

ものでございます。 

 おめくりいただきまして、２４ページをお願

いいたします。 

 項２・営業外収益では、目２・他会計負担金

で８億４３２万７０００円、目４・長期前受金

戻入で１２億５９０４万３０００円がその主な

ものでございます。 

 なお、他会計負担金は、汚水分の元利償還金

等に係る一般会計からの基準内繰入金でござい

ます。また、長期前受金戻入は、施設整備費を

耐用年数で割って費用化する減価償却と同様に、

これまで施設の整備を行った際に受け入れた国

庫補助金などを耐用年数で割って収益化するも

のでございます。 

 次の項３・特別利益の説明は省略させていた

だき、２５ページをお願いいたします。 

 収益的支出でございます。 

 まず、款１・下水道事業費用、項１・営業費

用、目１・管渠費で６４９１万４０００円を予

定いたしております。 

 管渠費は、管渠の維持管理に要する費用でご

ざいまして、主なものは、節区分一番上の修繕

費１７７４万９０００円で、右側の説明欄に記

載のマンホールポンプ等の修繕を、また、２つ

下の委託料３５４５万６０００円で、マンホー

ルポンプ清掃等業務委託や下水道台帳作成業務

委託などを予定しております。 

 次に、目２・ポンプ場費４６３７万７０００

円は、市内６か所にあります雨水及び汚水ポン

プ場の維持管理に要する費用でございます。 

 主なものは、節区分４つ目の修繕費４１４万

円で、松崎中継ポンプ場汚水流量計修繕など、

３つ下の委託料１８４５万８０００円で、自家

用発電機保守点検委託や松崎中継ポンプ場発電

機分解点検整備委託、中央・麦島ポンプ場し渣

処分業務委託などを予定しております。 

 おめくりいただきまして、２６ページをお願

いいたします。 

 目３・水処理センター費４億９２４万３００

０円は、水処理センターの維持管理に要する費

用でございます。 

 主なものは、右側の説明欄に記載の一般職５

名分の人件費のほか、節区分中ほどの修繕費１

２４０万７０００円で、ナンバー１汚泥脱水機

修繕などを、２つ下の委託料２億７５３７万６

０００円で送風機分解点検整備委託や施設の運

転業務委託、脱水汚泥処理業務委託などを、３

つ下の工事請負費３４２２万９０００円で管理

棟屋上防水改修工事や管理棟トイレ設備改修工

事などを予定しております。 

 次に、２７ページの目４・流域下水道管理費

１億４０２３万２０００円は、千丁及び鏡処理

区を含む八代北部流域下水道において、県が設

置している八代北部浄化センターや幹線管渠な

どの維持管理費を、構成団体である八代市、宇

城市、氷川町で負担する八代北部流域下水道維

持管理負担金でございます。 

 次に、目５・総係費１億６４６４万２０００

円は、使用料の賦課徴収経費や水洗化促進経費

及び事業運営に要する総括的費用でございます。 

 主な費用は、一般職１４名分の人件費のほか、

節区分下から６番目、委託料１５８５万９００
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０円では、右側説明欄にあります下水道使用料

徴収業務委託や水洗化促進業務委託、コンビニ

収納事務委託、検針業務委託、料金システム改

修業務委託を、３つ下の補助金６００万円で下

水道への接続等に対して助成を行う排水設備工

事費助成金を予定しております。 

 おめくりいただきまして、２８ページをお願

いいたします。 

 目６・減価償却費は１７億７８６８万８００

０円でございます。内訳は、有形固定資産減価

償却費で１７億２４１３万５０００円、無形固

定資産減価償却費で５４５５万３０００円でご

ざいます。 

 次に、目７・資産減耗費は２４万２０００円

でございます。節区分に固定資産除却費として

計上していますが、これは管渠等について効率

的な延命化や改築更新を実施することに伴い、

当該固定資産のうち減価償却費として費用化さ

れていない額について除却費として計上するも

のでございます。 

 次に、項２・営業外費用、目１・支払利息及

び企業債取扱諸費で３億１１５６万８０００円

は、企業債及び一時借入金の利息でございます。 

 次に、２９ページの項３・特別損失、目２・

過年度損益修正損１００万円は、過年度分の下

水道使用料調定減に伴う特別損失でございます。 

 次に、項４・予備費では、前年度と同様５０

０万円を計上いたしております。 

 おめくりいただきまして、３０ページをお願

いいたします。 

 資本的収入及び支出でございます。 

 まず、収入でございますが、款１・資本的収

入、項１、目１・企業債で１０億８８００万円

を予定しております。 

 内訳は、令和３年度の建設改良に伴う企業債

７億１５０万円及び資本費平準化債などの準建

設改良企業債３億８６５０万円でございます。 

 昨年度より６億３５９０万円減少しておりま

すのは、雨水調整池等に係る建設改良費の減に

加え、３月補正でも説明しましたとおり、国の

３次補正に伴い、一部事業を前倒ししたことに

よるものでございます。 

 次に、３１ページの項２・補助金、目１・国

庫補助金３億５６００万円は、建設改良に伴う

国庫補助金であり、目２・他会計補助金２億７

９４３万８０００円は、汚水処理の元金償還金

等に係る一般会計からの基準外繰入金でござい

ます。 

 国庫補助金につきましては、企業債と同様に

施設改良費の減により減額となっており、また、

他会計補助金につきましては、令和元年度から

下水道使用料改定を行うなど経営改善を図るこ

とで徐々に減らしていくこととしており、１４

７３万３０００円の減となっております。 

 次に、項３・受益者負担金及び分担金、目

１・受益者負担金３５３２万５０００円と、目

２・受益者分担金１０９２万円は、下水道の供

用開始に伴う八代処理区、鏡処理区の受益者負

担金及び八代東部処理区、千丁処理区の受益者

分担金でございます。 

 受益者負担金及び分担金が昨年度より５１７

万３０００円増加しておりますのは、賦課予定

面積の増によるものでございます。 

 おめくりいただきまして、３２ページをお願

いいたします。 

 項４・負担金、目１・他会計負担金１億７９

３８万６０００円は、汚水処理元金償還金等に

係る一般会計からの基準外繰入金である一般会

計負担金が１億７６２７万３０００円及び汚水

管築造工事に伴う水道事業からの同時施工負担

金である水道事業負担金が３１１万３０００円

でございます。 

 次の３３ページからは資本的支出でございま

す。 

 款１・資本的支出、項１・建設改良費、目

１・管渠施設整備費で８億５９１０万１０００
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円を予定しております。 

 これは管渠施設の建設に要する費用で、主な

ものは、一般職１２名分の人件費のほか、節区

分中ほどの委託料１億４５５３万円では、右側

の説明欄に記載の管渠築造工事に伴う設計業務

委託（通常分）で、３処理区合わせて８２４４

万円、また、管渠築造工事に伴う設計業務委託

（ストックマネジメント分）で、八代処理区分

として４２９万円、浸水被害軽減のため、田中

西町に整備しております北部中央雨水調整池に

係る関連経費として、北部中央雨水調整池建物

事後調査業務委託等で３７００万円、さらに、

広域化共同化に伴う公共下水道事業計画変更業

務委託等で２２００万円を計上しております。 

 ３つ下の工事請負費の５億７３３７万円につ

いては、管渠築造工事通常分で、八代処理区分

として３億２１２３万円、千丁処理区分として

２３９４万円、鏡処理区分として１億２３２０

万円、３処理区合わせて４億６８３７万円を計

上しており、八代処理区では、八千把・麦島・

宮地地区で約２.０キロメートル、千丁処理区

では、古閑出・西牟田上地区で約０.２キロメ

ートル、鏡処理区では、両出・貝洲地区で約０.

５キロメートルの、合計約２.７キロメートル

の整備を予定しております。 

 また、管渠築造工事（ストックマネジメント

分）は八代処理区分で５００万円を予定してお

り、整備後の年数が経過している中心部付近で

老朽化が著しいと診断結果が出ている部分を予

定しております。 

 さらに、北部中央雨水調整池整備に伴う公園

内の復旧や周辺道路の舗装復旧工事等としまし

て１億円を計上しております。 

 節区分下から２つ目、補償補填及び賠償金４

０３９万円では、管渠築造工事に伴う地下埋設

物等移設補償費で、３処理区それぞれ予定して

おります。 

 なお、公共下水道事業予定箇所につきまして

は、お手元の別紙、建設環境委員会資料を後ほ

ど御参照いただければと思います。 

 次に、目２・ポンプ場施設整備費で２億９２

４４万６０００円の主なものは、委託料２億９

２００万円で、中央ポンプ場改築工事委託や中

央ポンプ場しゅんせつ業務委託を予定しており

ます。 

 おめくりいただきまして、３４ページをお願

いいたします。 

 次に、目３・水処理センター施設整備費１４

７９万円の主なものは委託料１０００万円で、

汚水処理設備増設に伴う詳細設計業務委託を予

定しております。 

 次に、目４・流域下水道建設費２８２３万９

０００円は、八代北部流域下水道建設負担金で

あり、八代北部浄化センター改築更新工事など

の建設費が予定されており、構成団体である八

代市、宇城市、氷川町で負担金を支払うもので

ございます。 

 次に、目５・営業設備費２８４万４０００円

の主なものは、工具・器具及び備品購入費９６

万８０００円で、水質分析用をインキュベータ

ーの購入を予定しております。 

 次に、項２、目１・企業債償還金１８億３５

５万円は、これまでに借り入れた企業債の償還

元金でございます。 

 項３、目１・予備費では１００万円を計上い

たしております。 

 次に、３５ページから４２ページまでは、給

与費明細書、債務負担行為に関する調書、企業

債に関する調書でございますが、個別の説明は

省略させていただきます。 

 最後に、４３ページと４４ページに注記を記

載しております。これは、地方公営企業法施行

規則第３５条に基づき、重要な会計方針に係る

事項と予定貸借対照表に関する注記を記載いた

しております。 

 下水道事業につきましては、令和３年度も浸
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水の防除、汚水の排除、トイレの水洗化といっ

た生活環境の向上を図り、安全で安心な市民生

活の確保に努めるとともに、持続可能な下水道

の実現のため、健全経営に努めてまいります。 

 以上で、議案第１７号・令和３年度八代市下

水道事業会計予算の説明を終わります。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。

ありませんか、ないですか。 

○委員（福嶋安徳君） この管渠のいろいろ、

あれが必要だと思いますが、この管渠について

は寿命は、どのぐらいの寿命になるとですか。 

○下水道建設課長（涌田直美君） 管渠につき

ましては５０年ということになります。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（福嶋安徳君） 大体そのくらいになる

箇所というのはあるんですか、５０年ぐらい。 

○下水道建設課長（涌田直美君） 旧八代処理

区につきましては、昭和５３年度から汚水のほ

う整備をやっておりまして、約４０年ぐらい、

整備は終わって一番古い分で４０年ぐらいたっ

ております。 

 以前入れたヒューム管は接続部分とかですね、

クラックとかいうのがありまして、その分を昨

年度から管の更新、塩化ビニール管をその中に

入れたりとかですね、そういった不明水をなく

すような工法で順次やっているところでござい

ます。 

○委員（福嶋安徳君） 分かりました。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

○委員（大倉裕一君） この会計につきまして

も、一般会計からの繰入金が非常に大きいとい

うことで、まあ今年始まったわけでありません

けども、例年ですね、同じような処理になって

おりますけれども、繰入れができるだけ少なく

なるような努力をお願いしておきたいというふ

うに思います。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 それでは、これより採決いたします。 

 議案第１７号・令和３年度八代市下水道事業

会計予算については、原案のとおり決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため小会いたします。 

（午後３時０６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時０７分 本会） 

◎議案第２８号・八代市空家等の適正な管理に

関する条例の制定について 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、条例議案の審査に入ります。 

 議案第２８号・八代市空家等の適正な管理に

関する条例の制定についてを議題とし、説明を

求めます。 

○理事兼住宅課長（下村孝志君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）住宅課、下村

でございます。隣は、担当係長の西田でござい

ます。よろしくお願いします。（｢よろしくお

願いします」と呼ぶ者あり） 

 それでは、座って進めさせていただきます。 

○委員長（増田一喜君） はい。 

○理事兼住宅課長（下村孝志君） 議案第２８

号・八代市空家等の適正な管理に関する条例に

ついてでございます。 

 議案書６５ページでございます。 

 提案理由としまして、国の空家等対策の推進
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に関する特例措置法に基づきまして、空き家等

の所有者等における適切な管理の促進及び本市

における空き家等に関する施策を推進するため、

条例を制定することが必要となることから、今

回の御提案でございます。 

 ６６ページを御覧ください。八代市空家等の

適正な管理に関する条例でございます。 

 別途配付いたしております委員会資料、お持

ちでいらっしゃいますでしょうか。こちらので

すね、１枚めくっていただきまして、見開きの

Ａ３判の広いやつ、これで御説明させていただ

きたいと思います。よろしいでしょうか。

（｢はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは左上の、まず、第１条でございます

が、近年、人口減少や既存の住宅・建築物の老

朽化、社会的ニーズ及び産業構造の変化等に伴

いまして、空き家が増加している、地域住民の

生活環境に深刻な影響を及ぼしているところで

ございます。 

 このような状況を背景に、地域住民の安全安

心、また、空き家等の活用を図るために、平成

２７年の５月に全面施行されました空家等対策

の推進に関する特別措置法によって、国として

空き家対策に取り組んでいく法的な部分が構築

されるとともに、空き家に関する対策を適切に

努めていくことが市町村の責務として位置づけ

られたところです。 

 本市におきましても、市民等の生命、身体及

び財産を保護するとともに、良好な生活環境の

保全を図り、併せて空き家等の活用を促進し、

公共の福祉の増進と地域の振興に寄与すること

を目的としております。 

 その下、第２条の定義でございますが、市民

等とは、市内に居住し、もしくは在勤する者、

または市内の土地もしくは建築物の所有、もし

くは権原に基づく占有者をいいます。 

 このほかにですね、条例上の定義ではござい

ませんけれども、空き家等といいますのは、建

築物またはこれに附属する工作物であって、現

に居住その他の使用がなされていない空き家等

及びその敷地が対象となります。 

 また、特定空家等といいますのは、空き家等

の中で、そのまま放置すれば倒壊するなど著し

く保安上危険となるおそれのある状態、または

著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適

切な管理ができていないことにより著しく景観

を損なっている状態、その他、周辺の生活環境

の保全を図るために放置することが不適切であ

る状態、これらが認められる空き家等を特定空

家といいます。 

 次に、第４条から第７条につきましては、空

き家等の所有者と、市、市民等、事業者のそれ

ぞれの責務や役割について規定をしております。 

 なお、第５条の市の責務に規定しております

空家等対策計画につきましては、昨年の３月に

計画策定いたしまして、６月の委員会にて御報

告したところでございます。 

 右上のほうに行きまして、第８条、特定空家

等の認定でございます。本市で空き家等の所在、

空き家等の所在者等を把握するための調査や空

き家等の立入調査などの結果を基に、特定空家

等として判断した場合は、本市において、その

認定を行うというところです。 

 また、特定空家等として判断する際に、法律、

建築、不動産など専門的な協議を行う場として、

法第７条に基づく協議会を活用して意見を聴取

することができます。 

 その下、第９条の緊急安全措置は、認定され

た特定空き家等について、緊急に危険を回避す

る必要があるときに、本市が必要最低限の措置

を行うことができるよう定めるものです。 

 必要最低限の措置としまして、例えば、強風

時の飛散防止ネットの施工であったり、倒壊防

止のための補強及び倒壊部分の撤去などが考え

られます。 

 第１０条の八代市空家等対策協議会につきま
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しては、法第７条に規定します協議会の設置に

ついて定めるものです。 

 協議会では、本市の空き家対策を総合的かつ

計画的に推進するため、同条第２項の第１号か

ら第５号の項目について協議を行います。 

 その内容について、第１号は、空家等対策計

画の作成及び見直しなどの変更、実施に関する

ことでございます。 

 第２号は、空き家等の所有者等の調査及び立

入調査などに関することです。 

 第３号は、特定空家等の判断に関することで

す。 

 第４号は、認定された特定空家等に対しての

措置に関することです。 

 第５号は、その他空家等に関する対策の推進

に関することです。 

 なお、同条第４項の協議会を構成する委員に

つきましては、市民代表、法務、不動産、建築

等に関する学識経験者や関係行政機関、その他

市長が認める者など１２人以内の委員としてお

ります。 

 その下、第１１条の関係機関との連携は、本

市における空き家等対策の実施のため、警察、

消防等の関係機関に対し、情報の提供や協力を

求めるものです。 

 以上が条例についての説明となります。御審

議のほど、よろしくお願いします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 持ち主さんが不明であ

る場合に、例えば固定資産の情報から資産税課

への情報を求めたりとかというのは、この１１

条に関係してくるんですか。これでできること

になるんですか。それとも、これが定めてあっ

てもできないという判断になるんでしょうか。 

○理事兼住宅課長（下村孝志君） 身元の特定

に関しましては、まず、例えば住民票であった

り戸籍であったり、そういったものもなんです

けれども、法務局の台帳ですね、からたどって

いくという作業に入ります。その中で、どうし

ても尋ね当たらないという場合もある可能性が

ありますので、それから先というのは、一番最

たるところになれば略式代執行あたりに移って

いくよう話になります。 

 ですので、適正管理できる方がいらっしゃら

ない、対象者がいらっしゃらないという場合は、

そういったことも考えられるということになり

ます。 

○委員（大倉裕一君） もっと分かりやすく。 

○住宅課主幹兼空家対策係長（西田昌博君） 

 よろしくお願いします。 

 先ほど委員の御意見の、この第１１条に必ず

何か固定資産税とか、そういった調査できるの

かというような御質問だったかと思いますが、

国とですね、空家等の推進に関する特別措置法

によってですね、空き家調査に関しますことに

つきましては調査権がございます。ですので、

条例といいますのは、今後、特定空家等に認定

するまでの間の所有者を確定するまでに、あら

ゆるところの調査をするために、今回条例を定

めたもので、もともと国のほうの法律によって

ですね、調査権がありますので、そちらのほう

で固定資産税とか所有者のほうは調べておりま

す。 

○委員（大倉裕一君） 今回の条例には含まれ

てないけど、上の法律のほうでそこのほうは調

査権が与えられているので、そちらのほうで個

人情報、固定資産税とかそういったところから

の身元確認ができるようになっているというこ

とで理解していいということでしょうか。 

○住宅課主幹兼空家対策係長（西田昌博君） 

 はい。 

○委員（大倉裕一君） 分かりました。そうい

うことですね。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） もう１個いいですか。 
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 それで、今回、先ほど予算のほうにも賛成は

させていただいたんですが、費用弁償１７万７

０００円という予算が上がってます。今回、何

名だったっけ、１２名以内ですかね。費用弁償

の金額からすると、年に２回ぐらいが精いっぱ

いなのかなというような思いもすっとですけど、

この協議会を市は設置しようと思っていらっし

ゃるのかということと、どういうタイミングで

この協議会を開いていこうと思っておられるの

かということをお聞かせいただいていいですか。 

○理事兼住宅課長（下村孝志君） 先ほどはす

みませんでした。 

 こっちに関してはですね、目標といたしまし

ては、令和３年の９月ぐらいをめどに立ち上げ

ようと、設置しようと考えております。 

 最初はですね、全体の顔見せ等もありますけ

れども、先ほど協議会の役割の中に、特定空家

の判定というのがございました。そういったこ

ともございますので、時期については定期的な

開催ということはできないだろうなということ

にしています。年間に２回から３回ぐらいにな

ろうかというふうに思います。 

○委員長（増田一喜君） 分かりましたか。 

○委員（大倉裕一君） 年間２回から３回とい

うことはもう協議会の設置をするということと、

さっきの予算もですね、費用弁償を認めて、計

上されていましたので設置をされる方向だとは

思ったんですけど確認をさせていただきました。

これで空き家のスムーズな対策ができるといい

なというふうに思います。はい。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

○委員（福嶋安徳君） 今、答弁のほうはもう

私も分かりましたけれども、もし、そこの家族

構成でその所在が分かっている場合、もうそこ

に住んでいなくても家族構成が遠方に行ってお

られる、そういった方々の内容的には、どのよ

うな分かる形になりますかね。あくまでも、そ

の家を見る見ないの権力というか、本人が見な

いといういろんな状況が出た場合。 

○理事兼住宅課長（下村孝志君） 今回のこの

条例の設置の目的の中には、空き家に対する所

有者等が適正な管理をしてくださいということ

でございますので、例えば八代に空き家を持っ

ていらっしゃって、よそのほうに出向いていら

っしゃって適正な管理ができていないという場

合には、まずもって指導助言の文書で適正な管

理をしてくださいということで促すということ

になります。 

 あまりにも相手方の反応がない場合は、それ

が、あとは勧告になったり指導になったりとい

う、ちょっと文書の中でも重いやつを相手のほ

うには依頼していくということになります。 

○委員長（増田一喜君） 分かりましたか。 

○委員（福嶋安徳君） はい。ある程度は分か

っているんですけれども、もしもそこの危険家

屋であって、家族構成の中でそこを守るという

人は分かっているけども、息子か女性かどっち

かがそん今の権利を主張するとか、そういった

内容になってきたとき、どう考えられるのかと

いうのが。こん、難しかと思うとりますもんで。

何か説明もあんまり詳しくできとらんと思いま

すが。 

○理事兼住宅課長（下村孝志君） いろいろな

ケースといいますか、がありますので、その

時々に合ったような形で、まずもって八代市と

しては、その所有者、正式な管理者について、

この方がということを特定した上でですね、い

ろいろとちゃんとした対応をしていきたいとい

うふうに思います。 

 中にはですね、もうほんと、先ほど申し上げ

ましたとおり、ほかに危険な状況であるような

ときにはですね、最高、一番重いところとして

は、あまりにも管理者が言うことを聞かれない

という場合には代執行といった形も執られると

いうことになります。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 
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○委員（橋本隆一君） 確認ですけども、いろ

んなケースがあるということで、１つは相続放

棄をされた場合ですね、全員が相続を放棄され

ても、もう誰も持ち主が基本的にはいなくなる

という状態。 

 それと、例えば相続をされた方が、もう市に

私は寄附をしたいんですよというのが前あった

んですよね。もう寄附するけん、市にもらって

くれんかいって。そういう場合はそういう制度

というのはあるんですかねというのが１つ。 

 ちょっと２点お聞きしたいんですけど。 

○理事兼住宅課長（下村孝志君） 今、橋本委

員おっしゃった、みんなが財産に対して相続放

棄をみんなしている、誰も引受け手がいないと

いうようなときにはですね、実際には義務では

ないんですけど、管理義務はその方々には発生

はしないんですけれども、もうあとはこちらの

ほうとしてはお願いすると。相続権はないんで

すけれども、その権利を有しておられた方たち

の、順番的には一番最後に相続放棄なさった方

にですね、お願いをすると。どうにかちゃんと

して管理をしてくれというような、そういった

お願いをするというような。とてもこう──、

これもう義務じゃなかもんだけんですね、難し

いんですけど、そこをお願いしていくというこ

とになります。 

○住宅課主幹兼空家対策係長（西田昌博君） 

 委員の先ほどのお尋ねの件でございますけど

も、相続放棄された方がいらっしゃるという場

合は、民法の規定がありましてですね、９４０

条に相続放棄しても、そこの建物には、いわゆ

る管理をしなければならないようにはなってお

ります。ただ、強制力はちょっとあまりもうな

いものですから、こちらとしてはそれをお願い

をしているという状況でございます。 

 所有者がいないという場合、相続に関係する

方々を探してですね、調査して、もういないと

いうことでありましたら、相続財産管理人とい

う制度があります。もしくは、もう全くいない

という場合、不在者の財産管理人ということも

ありますけども、それはもう裁判所によって選

任していただくということになるもんですから、

ちょっとそこの手順を踏んでですね、そういう

制度を活用するというところでございます。 

 なるべくこちらもですね、所有者を判明して、

所有者の方に指導をしているところでございま

すけども、なかなか今後ですね、所有者がいな

くて、そのまま老朽した危険家屋になっていく

という場合であれば、最終的には略式代執行と

いうようなところになろうかというところまで、

今この条例で考えているところでございます。 

○委員（橋本隆一君） その前にその相続人さ

んたちが市にそのまま、例えば何百坪とか何坪

とかあるかと思いますけども、家、土地、それ

を寄附しますから、あとはもう好きに使ってく

ださいということは、そういう制度はないんで

すかね。 

○住宅課主幹兼空家対策係長（西田昌博君） 

 その寄附につきましてはですね、大変申し訳

ございませんですけども、そういった制度はご

ざいません。 

○委員（橋本隆一君） 千丁のほうでですね、

今回、神社前の土地がもう空き地になっている

んですよ。その空き地の相続者が、これは町に

寄附するからちゅういうことで認められている

んですよね。そこはどういった形にされてるの

かなというのがあって、御存じないかなと思っ

たんですけど。 

○建設部長（潮崎 勝君） 今、委員の御質問

の件は私も存ぜんとですけども、基本的に個人

の土地をですね、行政が頂く場合には、何かし

らの行政的な使用があると、必要だという判断

で寄附は頂く場合はございます。 

 ただし、今、御指摘のテーマになっている空

き家と空き地、それがただ、相続の皆様が要ら

ないということで行政側に寄附と言うても、そ
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の寄附を受け取る必要性がなければ行政は受け

取れません。 

 以上です。 

○委員（橋本隆一君） 分かりました。ちょっ

とまた地域の方に確認してみます。すみません。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

○理事兼住宅課長（下村孝志君） 先ほど福嶋

委員のほうからいろいろと御質問いただいたん

ですけれども、本日別添でお配りしております

資料の３ページの３番ですね。３とページ数を

打ってありますけれども、その下の欄でですね、

特定空家等に対する措置、米印に括弧してあり

ますけれども、ここに書いてあります。特定空

家等に対しては、除却、修繕、立木竹の伐採等

の措置の助言または指導、勧告、命令が可能と。

これは特措法の中でこれだけうたってあります

ので、さらにその要件が明確化された行政代執

行の方法により強制執行が可能ということで、

法第１４条でここはこういうふうにうったって

いるということで御理解いただければと。 

○委員（福嶋安徳君） これだけはっきりしと

ればよかですね。 

○理事兼住宅課長（下村孝志君） はい。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

 それでは、この際、この件に関しまして、私

も委員として質問をしたいので、暫時、副委員

長と交代いたしたいと思います。副委員長、よ

ろしくお願いします。 

○副委員長（北園武広君） それでは、暫時、

委員長の職務を行いますので、よろしくお願い

いたします。 

○委員（増田一喜君） 似たようちゅうか、例

えば空き家ですね。そこに住んでた親御さん、

両親が亡くなりまして空き家になりました。と

ころが、八代市内にその御子息、娘さんでも息

子さんでもいいんですけど、がおられまして、

その人にそこを解体してほしい、あるいは、ど

うにか安全に管理してほしいとお願いしたとし

ても、いやお金がありませんからちょっとしき

りませんというような返答があった場合には、

やっぱり先ほどの説明ありましたように、勧告、

命令とかそういうふうにしていって、最後は代

執行でされるのかなと。そこまでの権限がここ

で発出できるのかなと思うんですが、いかがな

んでしょうか。 

○理事兼住宅課長（下村孝志君） 増田委員お

っしゃったとおり、その段取りといいますか、

順番といますか、そういった文書でのやり取り

等を経た後で行くことにまずはなります。はい。

この資料の２枚目のほうにですね、別添の２枚

目なんですけど、このフローに沿ってずっとい

くと。 

 まず、空き家の、一番左上になりますけれど

も、空き家の苦情が発生したというところから

現地調査が始まって、ずっと下のほうに来るわ

けなんですけれども。そういった文書等をやり

取りする中で、その空き家自体が特定空家だと

いうことでまずは認定するということになりま

すけれども、その後ですね、協議会のほうにも

諮ることになると思います、最終的に。例えば

公費解体、代執行等を行う際にもですね。 

 まずもって特定空家等の認定をする中で、協

議会のほうにも、どうでしょうか、これ特定空

家でしょうかということで判断してもらうと。

最終的には市のほうで認定するわけなんですけ

れども、認定した特定空家の中でもですね、特

にもう危険な空き家等につきましてはですね、

最後、代執行というふうな形にもなろうかと思

います。 

○委員（増田一喜君） まあまあ簡単でいいん

ですけれども、要は特定空家等に認定されて、

要はそこを危ないから解体してほしいというふ

うになったときに、本人さんがお金がないから

解体できませんと言ってそのまんまにしている

ときに、その状態があったときに、最終的にそ

れは行政が代執行して、その代金はそこの相続
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人に請求できるのかなと。今のところできるよ

うな雰囲気ではあるんですけれども。 

○理事兼住宅課長（下村孝志君） お見込みの

とおりであります。できることになります。 

 以上です。 

○委員（増田一喜君） はい、分かりました。 

○副委員長（北園武広君） よろしいですか。

それでは、委員長の職務を委員長と交代いたし

ます。 

○委員長（増田一喜君） ありがとうございま

した。 

 それでは、ほかに御質問ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

○委員（福嶋安徳君） 意見として、この空き

家対策については、各地域の皆さんが相当心配

する課題であります。それをどうやって解消で

きるのかなという思いがですね、今までずっと

地域の皆さんと協議があったんですけれども、

なかなかこういった対策というのは思い浮かば

ない状況で今現在まで至ったわけです。こうい

った形で対策協議会を立ち上げ、設置されまし

て、その中で対応できていったら何とかうまく

いくのかなというふうに思います。 

 地域の皆さんは、本当、相当心配されており

ます。危険家屋については、特に車がどんどん

通るところ、近くにある可能性があるわけです

から、もういつそういった家が倒れるかちゅう

のは心配されております。 

 そういったことで、解決していただくような

体制ができればいいかなと思っております。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

○委員（髙山正夫君） 特定空家の認定につい

てですね、先ほどからのお話があってますけど

も、例えば、特定空家に認定されることによっ

て公費解体ができるんだという安直なですね、

そういった狙いの人も出てくる可能性もござい

ますので、あくまでもですね、やっぱり所有者

が全ての危険な空き家については処分するとい

うふうな大筋はちゃんと持っておいていただき

たいなというふうにも希望します。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 それでは、これより採決いたします。 

 議案第２８号・八代市空家等の適正な管理に

関する条例の制定については、原案のとおり決

するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため小会いたします。 

（午後３時４０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時４１分 本会） 

◎議案第２９号・八代市手数料条例の一部改正

について 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、議案第２９号・八代市手数料条例の一

部改正についてを議題とし、説明を求めます。 

○首席審議員兼建築指導課長（宮端晋也君） 

 こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）

建築指導課、宮端でございます。 

 すみませんが着座にて説明させていただきま

す。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○首席審議員兼建築指導課長（宮端晋也君） 

 それでは、議案第２９号・八代市手数料条例

の一部改正について御説明させていただきます。 

 議案書は６９ページからでございます。また、

別途資料を配付いたしております。資料に基づ

き、説明をさせていただきたいと思います。よ
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ろしいでしょうか。（｢はい」と呼ぶ者あり） 

○首席審議員兼建築指導課長（宮端晋也君） 

 資料の１ページをお願いいたします。 

 まず、改正理由でございますが、下記の各手

数料については国から示された算定根拠により

定めておりますが、国から新たな算定根拠を示

されたため、所要の改正を行うものでございま

す。 

 改正いたします手数料は、建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関する法律に基づく建築物

エネルギー消費性能適合性判定などの４件、並

びに、都市の低炭素化の促進に関する法律に基

づく低炭素建築物新築等計画の認定でございま

す。 

 改正内容は、資料の①に記載しておりますが、

手数料条例の別表第１６から別表第１９までの

表中の面積区分を細分化しております。 

 一例を御説明いたしますと、資料の３ページ

を御覧いただきたいと思います。この表の右側

が現行で、左側が改正案でございます。 

 右側の下から２つ目、３００平方メートルを

超え２０００平方メートル以内が１８万５００

０円と９万２５００円というものを、左側の改

正案では、下から３つ目の３００平方メートル

を超え１０００平方メートル以内が１４万３０

００円と７万１５００円。それと、下から２つ

目が、１０００平方メートルを超え２０００平

方メートル以内が１８万５０００円と９万２５

００円というふうに細分化しております。 

 また、資料１ページの中段の②にございます

が、②の内容のとおり文言の整理を行っており

ます。 

 施行日は令和３年４月１日といたしておりま

す。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。

ありませんか。よろしいですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） それでは、ないよう

です。以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いいたします。意見

ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 それでは、これより採決いたします。 

 議案第２９号・八代市手数料条例の一部改正

については、原案のとおりに決するに賛成の方

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決いたしました。（｢あり

がとうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第３０号・八代市地区計画の区域内にお

ける建築物の制限に関する条例の一部改正につ

いて 

○委員長（増田一喜君） 次に、議案第３０

号・八代市地区計画の区域内における建築物の

制限に関する条例の一部改正についてを議題と

し、説明を求めます。 

○首席審議員兼建築指導課長（宮端晋也君） 

 それでは、引き続き説明させていただきます。 

 着座にて説明させていただきます。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○首席審議員兼建築指導課長（宮端晋也君） 

 議案第３０号・八代市地区計画の区域内にお

ける建築物の制限に関する条例の一部改正につ

いて御説明させていただきます。 

 議案書は７７ページからでございます。また、

別途配付しております資料も併せて御覧いただ

きたいと思います。 

 改正理由でございますが、高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に関する法律並びに同

法施行令の改正に伴い条ずれが生じたため、引
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用している条項の整理を行うものでございます。 

 改正内容は、資料２ページの新旧対照表のと

おりでございます。 

 施行日は令和３年４月１日としております。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） それでは、これより

採決いたします。 

 議案第３０号・八代市地区計画の区域内にお

ける建築物の制限に関する条例の一部改正につ

いては、原案のとおり決するに賛成の方の挙手

を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため小会いたします。 

（午後３時４７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時４８分 本会） 

◎議案第３１号・八代市浄化槽条例等の一部改

正について 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、議案第３１号・八代市浄化槽条例等の

一部改正についてを議題とし、説明を求めます。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） 下水道総務

課、奥村でございます。 

 着座にて説明させていただきます。 

○委員長（増田一喜君） どうぞ。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） 議案第３１

号・八代市浄化槽条例等の一部改正についてを

説明いたします。 

 別紙の、右上に建設環境委員会用資料・下水

道総務課と書かれた資料を御覧ください。 

 改正する条例は、１の改正する条例に記載し

ております３件です。 

 ２の改正理由を御覧ください。令和２年の浄

化槽法の改正により、以下の３点が示されまし

た。 

 ①市町村は県との協議を経て、浄化槽処理促

進区域を指定することができる。 

 ②市町村は設置計画を作成し関係者の同意を

得て浄化槽処理促進区域内に公共浄化槽を設置

できる。 

 ③公共浄化槽の設置に同意した建築物の所有

者は、当該建築物の汚水を公共浄化槽に流入さ

せるための排水設備を遅滞なく設置しなければ

ならないです。 

 本市の泉地区、東陽地区におきましては、氷

川水系が飲料水として利用され、水環境の保全

を積極的に図る必要があることから、集合処理

方式で整備を図る区域以外を浄化槽市町村整備

推進事業として整備してまいりました。浄化槽

法改正に伴い、この事業が公共浄化槽等整備推

進事業へ変更され、引き続き市町村設置浄化槽

として整備をするため、浄化槽処理促進地域の

指定を行ったことで、関係条例に変更が生じた

ことが今回の提案理由です。 

 改正点は、３、条例の主な改正点の（１）か

ら（３）のとおり、浄化槽法の改正に合わせ、

文言の修正を行います。 

 なお、本条例の規定は令和３年４月１日から

適用します。 

 以上で説明を終わります。御審議よろしくお

願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 
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 意見がありましたらお願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 意見はないようです。 

 それでは、これより採決いたします。 

 議案第３１号・八代市浄化槽条例等の一部改

正については、原案のとおり決するに賛成の方

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替わりのため小会いたします。 

（午後３時５１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時５２分 本会） 

◎議案第３２号・八代市宅地分譲審査委員会条

例の制定について 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、議案第３２号・八代市宅地分譲審査委

員会条例の制定についてを議題とし、説明を求

めます。 

○用地課長（橋本勇二君） 用地課の橋本でご

ざいます。よろしくお願いします。 

 私のほうからは、議案第３２号・八代市宅地

分譲審査委員会条例の制定について説明させて

いただきます。 

 座って説明させていただいてよろしいでしょ

うか。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○用地課長（橋本勇二君） 今回の案件は、現

在要綱にて設置しておりますものを、地方自治

法に規定される附属機関であるため条例におい

て設置しなければなりませんので、条例の制定

をお願いするものでございます。 

 また、今回の条例は、要綱にありました条文

を基に見直し、加筆修正したものでございます。 

 議案書のほうは、８４ページのほうをお願い

したいと思います。 

 現在、八代市宅地分譲審査委員会につきまし

ては、平成１７年８月１日の１市２町３村の合

併時に、千丁町、東陽町、泉村にありました宅

地分譲地の運営を引き継ぎまして、分譲希望者

の資格審査、分譲価格の算出、また、貸付地の

運営などを行う機関として設置されたものでご

ざいます。 

 現在管理いたしておりますのは、泉町にあり

ます泉運動広場の横のグリーンタウン平──平

と書きましてダイラと読みます、に１１区画と、

ふれあいセンターいずみ物産館の横のグリーン

タウン中尾に５区画の計１６区画でございます。 

 それでは、条例の内容を、議案書８４ページ

で説明したいと思います。 

 まず第１条で設置の目的について、第２条で

所掌事務、審議内容等について、第３条、組織

では委員の構成等、委員の数を１０名以内とし

て定めています。第４条、任期を２年としてい

ます。第５条で会長、副会長の事務について定

めております。第６条、会議について、第７条

で庶務事務について、第８条で委任事項につい

て定めております。 

 最後に附則で施行日を定めております。 

 以上、提出事案の説明とさせていただきます。

御審議方よろしくお願いします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いいたします。意見

ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 それでは、これより採決いたします。 

 議案第３２号・八代市宅地分譲審査委員会条

例の制定については、原案のとおり決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 
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○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部は退室願います。（｢どうもありがと

うございました」と呼ぶ者あり）お疲れさまで

した。 

○委員長（増田一喜君） 以上で付託されまし

た案件の審査は全部終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は委員長に御一任願いたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 小会します。 

（午後３時５６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時５８分 本会） 

◎所管事務調査 

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

・生活環境に関する諸問題の調査 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 当委員会の所管事務調査は、都市計画・建設

工事に関する諸問題の調査、生活環境に関する

諸問題の調査、以上の２件です。 

 このうち、都市計画・建設工事に関する諸問

題の調査に関連して４件執行部から発言の申し

出があっておりますので、これを許します。 

                              

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

（市道腰越～平線について） 

○委員長（増田一喜君） それでは、市道腰越

～平線についてをお願いいたします。 

○建設政策課長（竹原彰吾君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）建設政策課長

の竹原でございます。隣がですね、土木課長の

小原でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、所管事務調査のですね、市道腰越

～平線について説明いたします。着座にて説明

させていただいてよろしいでしょうか。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○建設政策課長（竹原彰吾君） まずもってお

わびでございますが、事前にですね、お配りし

ておりました資料がございましたが、ちょっと

修正がございましたので、再度先ほど配らせて

いただいております。そちらの資料のほうをお

願いいたします。 

 本案件は、泉町の市道腰越～平線において、

令和元年７月に発生しました大規模な斜面崩壊

への対応について御説明するものでありますが、

昨年３月以来で約１年ぶりの報告となることか

ら、おさらいも兼ねて、これまでの経緯から説

明させていただきます。 

 まず資料ですね、先ほどお配りした資料です

けれども開いていただきまして、１ページの位

置図をお願いいたします。 

 本被災箇所は、泉町の五家荘の葉木地区、こ

こはですね、二本杉と樅木ですね、そのほぼ中

間の位置になります。五家荘になりますけれど

も、そこの地区にあります。 

 続きましてですね、２ページ目をお願いいた

します。これまでの経緯についてですね、御説

明いたします。 

 平成３０年５月７日に豪雨によるのり面の一

部崩壊が発生したため、令和元年４月下旬から

災害復旧工事に着手しております。 

 その災害復旧工事中である令和元年７月８日

に大規模な斜面崩壊が発生し、７名の方々が孤

立されました。ですがですね、翌日の仮の道の

設置により、孤立は解消はしております。 

 災害の規模が大きかったため、地滑りである

か、または表層崩壊であるかの判断のため、被

災箇所の動態観測を継続的に行う中で、昨年の

ですね、１月に災害査定を受け、令和元年度災
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害として認定を受けております。 

 以上がですね、前回の所管事務調査における

報告でございます。その後の進捗につきまして、

こちらの資料でですね、朱書きをしております

けれども、順を追って説明してまいります。 

 まずですね、令和２年４月に地質調査業務委

託を継続して発注しております。今回ですね、

本市でも大きな被害を受けましたが、７月の豪

雨ですね、こちらのデータを基にですね、解析

作業を行い、この解析結果を８月に県の河川課

と９月に県南広域本部の林務課へですね、それ

ぞれ説明をしております。 

 その後、１０月になりますけれども、アドバ

イザーである熊本大学の北園名誉教授、こちら

のほうへ結果報告をするとともに、意見聴取を

行いましたけれども、教授の見解といたしまし

ては、地滑りではなく表層崩壊との結論を出さ

れております。 

 この結果を受け、今年の１月に県南広域本部

林務課と今後の対応について協議を行っており

ます。 

 今後の予定でございますが、県南広域本部林

務課は、令和３年度にですね、山腹復旧工事を

発注すべく、林野庁との協議を進めていくとの

ことでございました。 

 一方、本市の対応でございますが、令和元年

度の増破による再調査に向けて、県河川課との

協議を進めてまいります。 

 市道の復旧につきましては、山腹復旧工事の

進捗状況を確認しながら、市道の土砂撤去を行

った後に測量設計を行い、必要な事務手続を経

て、令和４年度の工事発注を目指したいと考え

ております。 

 最初の被災からですね、３年が経過しており

ますことから、関係機関と密に連携し、スピー

ド感を持って早期復旧に取り組んでまいりたい

と考えております。 

 以上、腰越～平線の現状報告とさせていただ

きます。 

○委員長（増田一喜君） 本件について何か質

問、御意見等ありませんか。何かありませんか。 

○土木課長（小原聖児君） すみません。今、

竹原課長のほうから御説明をいたしましたけど

も、ちょっと訂正をお願いしたいと思います。 

 朱書き部分のですね、上から２行目。熊本豪

雨で、Ｒの３を２に。資料のほうの修正でござ

います。すみません。 

 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） 何か質問ありません

か。 

○委員（髙山正夫君） これは林道として最初

造るんですか。県南広域本部林務課がするとい

うことは。 

○建設政策課長（竹原彰吾君） 県のほうがさ

れますのは山腹ですね。要は斜面がずっと崩れ

ていますので、上の部分。道路とですね、ちょ

っと上までののり面の部分、そこまでを市のほ

うでしようとしています。その上の部分をです

ね、県のほうで施工されるということになりま

す。 

○委員（髙山正夫君） 了解しました。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 以上で、市道腰越～平線についてを終了しま

す。 

 執行部入替えのため小会いたします。 

（午後４時０６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時０７分 本会） 

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

（第２期八代市営住宅長寿命化計画について） 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、第２期八代市営住宅長寿命化計画につ

いてをお願いします。 

○理事兼住宅課長（下村孝志君） こんにちは。
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（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）住宅課、下村

です。隣は、この本計画の担当でございます岡

田でございます。よろしくお願いします。 

 それでは、着座して説明させていただきます。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○理事兼住宅課長（下村孝志君） 第２期八代

市営住宅長寿命化計画についての説明でござい

ます。 

 お手元にこの所管事務調査とお書きしました

資料ございますでしょうか。 

 本計画では、市営住宅の住棟ごとに改善、修

繕などの活用手法を定め実施し、住宅を長期活

用することで効果的なコストの削減、コストの

平準化、これを図ることを目的としております。 

 また、本計画の改善計画策定が大規模改修等

の際の国庫補助申請に必要なアイテムでござい

ますので、結果として、この補助金を活用し住

宅の長寿命化を行っていると言えることになり

ます。 

 前回の計画は、平成２３年度から令和２年度

までの計画でしたけれども、それに引き続きま

して今回、第２期の計画、期間は令和３年度か

ら令和１２年度までの１０年間ということにな

ります。 

 本計画は、国の公営住宅等長寿命化計画策定

指針に基づき策定しておりますが、平成２８年

８月にこの策定指針が改定されまして、第２期

計画にありましては、今後の人口の増減を推計

することによって、本市の市営住宅管理戸数に

おいても目標となる具体的な管理戸数を定める

など、新たな章を組み込みまして今後の需要に

合わせた計画を策定しております。 

 詳細な内容につきまして、担当のほうから説

明しますので、よろしくお願いいたします。 

○住宅課市営住宅係参事（岡田純哉君） 担当

の岡田です。第２期八代市営住宅長寿命化計画

の策定について説明させていただきます。 

 座って説明させていただきます。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○住宅課市営住宅係参事（岡田純哉君） お手

元の第２期八代市営住宅長寿命化計画概要版を

御覧ください。薄紫の冊子になります。 

 まず初めに、２ページをお開きください。こ

こでは、市営住宅の状況の把握、整理を行って

おります。 

 （１）市営住宅の状況、①管理戸数ですが、

本市は市営住宅２９団地、１３１９戸の住宅を

管理しております。 

 中段、②構造別、建築年度別の状況ですが、

昭和５６年より前に建築された住戸が８３５戸

と全体の６割を超えていますが、耐震性につい

ては問題がないことが確認されております。 

 ３ページを御覧ください。 

 上段の③耐用年限経過状況ですが、耐用年限

の２分の１を経過しているのは１０５３戸で、

全体の約８割を占めており、既に耐用年限を経

過しているものが４割を占めております。 

 中段の④居住環境水準状況については、最低

居住面積水準未満の世帯は４.８％と少なく、

１世帯当たりの住居の広さは十分に確保されて

いるものと思われます。しかし、汚水処理施設

の整備率は６１.６％であり、十分に整備され

ているものではありません。 

 続きまして、１１ページをお開きください。 

 （２）入居者の状況ですが、令和２年７月３

１日現在ですが、入居数は１１３４戸で、入居

率は８６％、現在入居の募集を行っていない政

策空き家を除くと８９.４％となっております。

前回調査を行った平成２２年度の調査では、入

居率は９８.４％で、前回の計画策定のときよ

り入居率は低くなっております。 

 ②居住年数、③世帯主年齢等については、１

０年以上入居されている方が６割を超え、６５

歳以上の世帯主が５割を超えています。 

 １２ページをお開きください。 

 ④世帯人員、⑤の収入状況により、単身世帯
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が４割近くを占め、９割近くの世帯が低所得の

世帯であり、生活困窮世帯の住宅確保の役割を

果たしているものと考えられます。 

 それでは、１４ページをお開きください。 

 今後、市営住宅をどのように維持管理してい

くか、長寿命化計画の対象と事業手法の選定に

ついて御説明いたします。 

 表は、現在、本市で管理しております市営住

宅です。一番古い団地はナンバー１の迎町団地

で、昭和２５年に建設されており、新しい団地

では、ナンバー１８の植柳上町第一団地が平成

１４年に建設されております。 

 続きまして、１５ページを御覧ください。 

 ここでは、国の指針に基づき、各団地で１次

判定から３次判定まで行い、今後維持管理を続

けていくのかなどの判断をいたします。その前

に、上から５行目、①の需要の見通しに基づく

将来のストック量の推計を行っております。 

 １６ページをお開きください。 

 ここでは統計等により、将来の本市の世帯数

の見通しの表を示しています。一般世帯数は、

令和２年度では４万４８１２世帯、令和２２年

度では３万５５８７世帯と、７４.２％減少す

る見込みです。 

 また、市営住宅を必要とされる著しい困窮年

収未満の世帯数も同じく減少していくと思われ

ます。これに伴って、本市の管理戸数において

も、今後の需要に合わせて削減していく必要が

あると考えられます。 

 １８ページをお開きください。 

 市営住宅は、住宅セーフティネットとしての

役割確保を前提にしながら、公共施設等総合管

理計画と整合を図り、将来の世帯数や財政の規

模に応じた適正な戸数とするため、表に示して

あります種類別の管理戸数の目安を設定いたし

ました。 

 令和２年度の市営住宅の合計は、表の一番下

にあります１３１９戸となっておりますが、本

計画の１０年後である令和１２年度では、１１

５３戸を管理戸数の目安としていきたいと考え

ております。ただし、市営住宅は災害対応など

の緊急時の受皿としての役割を考慮して、目標

管理戸数の目安よりも余裕を持った戸数を維持

管理していく必要があります。 

 それを踏まえまして、再度１５ページにお戻

りください。 

 ②、③、④の１次判定、２次判定、３次判定

により、市営住宅を改善、維持管理、用途廃止、

建替の事業として選定していきます。 

 １次判定では、社会的特性と物理的特性の各

項目を判定します。団地、住棟別にＡグループ

とＢグループに分けますが、今回の判定では、

八代市の団地は継続管理について判断を留保す

るＢグループになります。 

 その次に、２次判定を行います。２次判定で

は、Ｂグループはフロー①で設定した将来の目

標管理戸数を踏まえて、団地の優先順位を検討

します。耐用年限を経過しているものは優先度

を低い、耐用年限未満のものは優先度を高いと

します。優先度が低いものは、耐用年限経過年

数の大きいものから、将来の目標管理戸数を踏

まえて用途廃止と判定します。優先度が高いも

のは、改善か建替になりますが、その判断に当

たっては、ライフサイクルコストを算出し、そ

れが抑えられるほうに判定します。耐用年限２

分の１未満のものは、維持管理と判定していま

す。 

 その次に、３次判定を行います。３次判定で

は、集約・再編の可能性や、事業費、事業実施

時期の調整、長期的な管理の見通し、前回計画

の判定を考慮し、総合的に判定しています。 

 その結果が、１９ページと２０ページのとお

りです。こちらをお開きください。 

 選定結果は、改善、維持管理、用途廃止、建

替と大きく４つに分類されますが、優先的な用

途廃止については、木造の耐用年限がかなり経
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過しているものとして分類しております。 

 表の右側は、前回の平成２３年度から令和２

年度の計画を示しております。この中で特に変

更されたところは、２０ページ、ナンバー１９

の坂本駅前団地を建替としております。現在、

坂本駅前団地は、７月豪雨により被災を受け、

そのままの状態となっています。今後、災害公

営住宅建設を検討してまいりますが、状況に応

じて解体や建て替えを行いたいと思います。 

 また、ナンバー８の若宮団地、ナンバー２０

の中次団地については建替（検討）としており

ますが、そのときの状況に応じて通常の建て替

え事業のほかに、既存の民間住宅を活用した借

上げ公営住宅の供給などについて幅広く検討し

ていくことが必要であると考えています。 

 また、判定で改善となっているものにつきま

しては、２７ページから３０ページにあります

長寿命化のための事業実施予定として、各団地

の改善計画を示しております。 

 令和３年度については、築添団地の給水設備

の改善を行う予定ですが、令和４年度以降の計

画については財政的な面から全ての団地の改善

が計画どおりに進まないこともあり、毎年度当

初、国庫補助金の申請を行う場合には、改善計

画はその都度更新を行い、国へ変更申請を行っ

ているところです。 

 今回策定いたしました本計画を基に、市営住

宅の長寿命化を進めてまいりますが、建て替え

等につきましては、そのときの状況を十分に検

討し、対応してまいります。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○委員長（増田一喜君） 本件について何か質

問、御意見等ありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 毘舎丸団地なんですけ

ど、４車線道路の東側と西側に１棟だけ残って

いるんですよね。東側の部分だけを資産売却と

いう形ができないのかというふうに思うんです

よ。もう今の財政状況とかからすると、管理を

するのも結局お金がかかっていくわけですので、

行政としてはより早くですね、スリムになって、

資産を売却しながらやっていくほうがいいので

はないかと私は思っているんですけど、法律的

にできない部分があるのか。その辺りをお聞か

せいただければと思います。 

○委員長（増田一喜君） どなたがお答えにな

りますか。 

○理事兼住宅課長（下村孝志君） 今、大倉委

員おっしゃった毘舎丸団地に関してはですね、

公道を挟んで２つに分かれているので、片一方

のほうだけでも早く用途廃止できないかという

ようなことだったかと思います。 

 もともとはですね、全ての団地、まだ１点裏

側にあるということで廃止してないんですけれ

ども、ちょっと検討していきたいと思います。

すみません、即答できませんけれども。申し訳

ありせん。 

○委員（大倉裕一君） 意見的なところになる

んですけど、次、全体として売却をするという

ような形になったとしても、ガソリンスタンド

の隣の部分の市営住宅の用途はかなり制限され

てくると思うんですよ。ということを考えるな

らば、現在の東側の更地になった部分の用地で

すね、こちらのほうを早めに売却したほうが、

もう市の持ち出しも少なくなるでしょうし、収

入確保という点からは有効な方法だと私は思っ

ておりますので、参考にといいますか、意見と

して述べさせていただきたいなというふうに思

っております。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 以上で、第２期八代市営住宅長寿命化計画に

ついてを終了します。 

 執行部入替えのため小会いたします。 

（午後４時２４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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（午後４時２５分 本会） 

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

（八代市農業集落排水処理施設事業経営戦略に

ついて及び八代市特定地域生活排水処理事業経

営戦略について） 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、八代市農業集落排水処理施設事業経営

戦略について及び八代市特定地域生活排水処理

事業経営戦略についてをお願いいたします。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） 下水道総務

課の奥村でございます。 

 着座にて説明させていただきます。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） 本日御報告

させていただきますのは、下水道部局におきま

して策定いたしました八代市農業集落排水処理

施設事業経営戦略と八代市特定地域生活排水処

理事業経営戦略でございます。 

 説明に入ります前に資料の確認をお願いいた

します。右上に建設環境委員会資料と書かれた

所管事務調査、八代市農業集落排水処理施設事

業経営戦略について、八代市特定地域生活排水

処理事業経営戦略についてと、別とじの八代市

農業集落排水処理施設事業経営戦略及び八代市

特定地域生活排水処理事業経営戦略と表紙がつ

いているそれぞれ７ページの冊子状のもの、以

上３つでございます。 

 ではまず、所管事務調査をおめくりいただき

まして、八代市農業集落排水処理施設事業、八

代市特定地域生活排水処理事業経営戦略策定に

ついてを御覧ください。こちらは経営戦略の概

要、策定理由等を記載した資料となっておりま

す。 

 まず、１の経営戦略の概要についてですが、

経営戦略とは、各公営企業が将来にわたって安

定的に事業を継続していくための中長期的な経

営の基本計画のことで、その中では、的確な現

状把握を行った上で徹底した効率化と経営健全

化を図り、経営基盤の強化と財政マネジメント

向上のための取組を記載することとなっており

ます。 

 次に、２、経営戦略の策定理由ですが、保有

する施設の老朽化に伴う更新期の到来や、人口

減少に伴う料金収入減等により、今後は経営環

境に厳しさが増していくことが予想されるため、

重要なインフラである排水処理事業を将来にわ

たり安定的に持続可能とするために策定いたし

ました。 

 また、総務省が令和２年度までに全ての公営

企業に対し、策定率１００％を目標としていま

す。 

 次に、３の策定要件につきましては、計画期

間は１０年以上であることや、計画期間内は収

支が均衡していること、議会や住民に公開され

ていることなどでございます。 

 以上、経営戦略の概略について説明を終わり

ます。 

 ここからは、それぞれの経営戦略について御

説明いたします。 

 まず、表紙に、八代市農業集落排水処理施設

事業、令和３年度から令和１２年度と書かれて

いる冊子をお願いいたします。 

 主な部分について説明いたします。１ページ

を御覧ください。 

 １の事業概要は施設の使用料、２ページは組

織や民間活用など、それぞれの現状を記載して

おります。 

 ３ページの２、経営の基本方針を御覧くださ

い。施設整備後２０年以上が経過していること

から、改築・更新を計画的に進めていくこと、

また、独立採算性を高めるため、令和６年度か

ら公営企業会計を適用すべく準備を進めていく

ことなどを基本方針として挙げております。 

 なお、公営企業会計の適用につきましては後

ほど説明いたします。 

 次に、３、投資・財政計画の（２）②の収支
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計画のうち財源についての説明を御覧ください。 

 財源につきましては、使用料と繰入金が主な

収入となっており、今後の改修は使用料の減少

を見込みつつ、繰入金とのバランスを取りなが

ら収支計画を策定することとしております。 

 ４ページをお願いします。今回の経営戦略の

ポイントとなる部分でございます。 

 （３）①今後の投資についての考え方・検討

状況の表の一番上、広域化・共同化・最適化に

関する事項を御覧ください。 

 ここでは、広域化について検討を行ったもの

の、概算では広域化より現在の個別処理のほう

が安価との結果が出されたとしておりますが、

近隣自治体との情報交換を行い、個別処理や共

同化などの事業効率の向上について今後も検討

したいと考えております。 

 次に、②今後の財源についての考え方・検討

状況の、使用料の見直しに関する事項を御覧く

ださい。 

 今後も使用料の見直しをする際は、審議会を

設置し、公正かつ公平な負担になるよう努めて

まいります。 

 下段の４、経営戦略の事後検証、更新等に関

する事項で、見直しは５年をめどとしておりま

すが、企業会計移行後は見直しが必要であると

考えております。 

 ５ページ、６ページ、収支計画は、これまで

説明してまいりました使用料収入や改修計画な

どを反映させて作成しており、策定要件にあり

ますとおり収支は均衡しております。 

 最後の７ページ、経営比較分析表を御覧くだ

さい。 

 これは、経営の現状及び課題を把握するため

の資料で、右下の全体総括のとおり、全体的に

は類似団体と同じか、比較的よい数値の結果が

出ております。 

 以上で、八代市農業集落排水処理施設事業経

営戦略の説明を終わります。 

 次に、八代市特定地域生活排水処理事業経営

戦略について説明いたします。 

 表紙に八代市特定地域生活排水処理事業経営

戦略、令和３年度から令和１２年度と書かれて

いる冊子をお願いいたします。 

 こちらも主な部分の説明といたします。また、

先ほど御説明しました農業集落排水の経営戦略

と重複する部分は割愛させていただきます。 

 １ページ、２ページは先ほどと同様ですので、

３ページをお願いいたします。 

 ３（２）①収支計画のうち投資についての説

明を御覧ください。今回の経営戦略のポイント

となる部分でございます。 

 現在、更新は発生しておりませんので、新設

を年４基で計画しております。今後は、経年劣

化による更新が考えられますが、人口減による

使用料収入の減など経営状況を考慮し、将来的

には更新も含め計４基で対応を図っていくとし

ております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 （３）①の表の３番目、民間活力の活用に関

する事項を御覧ください。 

 本市が管理している浄化槽は、東陽、泉地区

のみであることから、今後の管理方法について

は、他市町村での民間委託などを参考に、本市

においても実施可能であれば検討してまいりた

いと考えております。 

 ５ページ、６ページの収支計画は、今後の使

用料収入や設置基数など先ほど説明しました内

容を反映させ作成しており、こちらも収支は均

衡しております。 

 最後の７ページ、経営比較分析表を御覧くだ

さい。 

 右下の全体統括のとおり、類似団体より悪い

数値となっております。人口減により維持管理

費が多額になっているというのが要因と思われ

ますので、さらなる歳出削減など事業の見直し

を検討してまいります。 
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 以上で、八代市特定地域生活排水処理事業経

営戦略の説明を終わります。 

○委員長（増田一喜君） 本件について何か質

問、御意見等はありませんか。ないですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 以上で、八代市農業集落排水処理施設事業経

営戦略について及び八代市特定地域生活排水処

理事業経営戦略についてを終了します。 

                              

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

（農業集落排水処理施設事業及び特定地域生活

排水処理事業の地方公営企業法の適用について） 

○委員長（増田一喜君） 次に、農業集落排水

処理施設事業及び特定地域生活排水処理事業の

地方公営企業法の適用についてをお願いいたし

ます。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） 続きまして

説明させていただきます。下水道総務課長の奥

村でございます。 

 着座にて説明をさせていただきます。 

○委員長（増田一喜君） どうぞ。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） 本日御報告

させていただきますのは、下水道部局で管理し

ております農業集落排水処理施設事業及び特定

地域生活排水処理事業における地方公営企業法

の適用についてでございます。 

 説明に入ります前に資料の確認をお願いいた

します。所管事務調査、農業集落排水処理施設

事業及び特定地域生活排水処理事業の地方公営

企業法の適用についてという表紙がついている

資料でございます。お配りしております資料は、

法適用、いわゆる企業会計への移行に向け、基

本方針を取りまとめたものとなります。この資

料に沿って説明させていただきます。 

 まず、１、基本的事項の１、事業の現状にな

りますが、両事業につきましては、東陽地域、

泉地域を対象としまして、生活環境の改善と公

共用水域の水質保全を図る目的で実施しており

ます。 

 経営状況としましては、一般会計繰入金に頼

らざるを得ない状況にあり、また、今後、施設

老朽化に伴う更新需要の増大や人口減少による

使用料収入の減少など、さらなる経営環境の悪

化が懸念されているところです。 

 次に、２、地方公営企業法の適用意義につい

てですが、地方公共団体の財政状況は年々厳し

さを増しており、繰出金等、公営企業が地方公

共団体の財政運営に与える影響も大きいことか

ら、経営基盤強化が急務となっております。 

 また、法適用は、経営基盤の強化における取

組を柱とされ、長期的に安定した事業運営を実

施するためにも、経営の健全化や計画性、透明

性の向上を図ることが求められており、両事業

ともに取り組むべき喫緊の課題といえます。 

 次のページをお願いします。 

 官公庁会計と企業会計の違いについてですが、

表１に相違点を幾つか記載しておりますが、大

きな違いは下の予算イメージ図のように、従来

の特別会計は歳入歳出予算で構成されますが、

企業会計へ移行した場合は、管理運営に係る収

支である損益取引と建設改良費等に係る収支で

ある資本取引で区分され、経営状況を明確に把

握できるようになります。加えて、企業会計固

有の損益計算書や貸借対照表などの財務書類も

作成する必要があります。 

 次のページをお願いします。 

 法適用のメリットについてですが、主に今説

明いたしました損益取引と資本取引の明確化な

ど６項目が上げられます。 

 次に、５、推進への動きについてですが、総

務省は公営企業の抜本的な改革の取組の１つと

して地方公営企業法の適用を推進しており、平

成３１年１月付総務省通知により新たに、拡大

集中取組期間、Ｈ３１からＲ５が設定されてお

ります。図で申しますと、緑矢印部分の新ロー
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ドマップと記載してある期間になります。両事

業は、この拡大集中取組期間内に移行するよう

要請されているところです。 

 次のページをお願いします。 

 法適用範囲と熊本県内の状況の１、適用範囲

についてですが、適用の範囲には全部適用と一

部適用があり、表２に対象となる事業と適用内

容を示しております。この適用内容の全て適用

することを全部適用、真ん中の財務規定等のみ

を適用することを一部適用といいます。 

 今回の両事業は、表で言いますと、対象とな

る事業の３段目に該当し、全て任意適用となっ

ており、自治体の判断において条例で定めると

ころにより適用することができるとされており

ます。 

 なお、既に企業会計へ移行している水道事業

は全部適用、下水道事業と簡易水道事業は財務

規定等のみを適用した一部適用となっておりま

す。 

 次に、２、県内の状況についてですが、表３

に県内１４市の令和元年度時点の状況をまとめ

ております。 

 農業集落排水処理施設事業では６団体、特定

地域排水処理事業では３団体が同様の事業を有

しており、特定地域排水処理事業の玉名市、天

草市を除く全ての事業が既に法適用済みか適用

予定となっております。 

 次のページ、３、適用範囲の決定及び適用期

日についてですが、本課としましては、平成２

７年度より既に企業会計へ移行している下水道

事業の運営実績から、財務規程等の適用のみで

財政状況の的確な把握や適切な経営分析が行え

るなど十分な効果が得られていること、また、

会計についても、下水道事業会計と一体的な運

用を予定していることなどから、既に移行して

いる下水道事業と同様に、適用の範囲を一部適

用とし、移行業務に着手します。 

 なお、移行目標期日につきましては、先ほど

経営戦略の中でも説明しましたとおり、総務省

の要請を踏まえ、令和３年度から令和５年度ま

で３年間を準備期間とし、令和６年４月より法

適用し、企業会計へ移行する予定としておりま

す。 

 最後に、法適用までのスケジュールを記載し

ております。来年度より準備を進め、令和５年

度には条例等関係例規の改正や企業会計による

予算編成等を実施していくこととなります。 

 以上、農業集落排水処理施設事業及び特定地

域生活排水処理事業の法適用についての報告と

させていただきます。 

○委員長（増田一喜君） 本件について何か御

質問、御意見等はありませんか。ないですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 以上で、農業集落排水処理施設事業及び特定

地域生活排水処理事業の地方公営企業法の適用

についてを終了します。 

 そのほか、当委員会の所管事務調査について

何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ありませんね。 

 以上で、所管事務調査２件についての調査を

終了します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件については、な

お調査を要すると思いますので、引き続き閉会

中の継続調査の申し出をいたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。 

 これをもって建設環境委員会を散会いたしま

す。 



 

－62－

（午後４時４３分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和３年３月１５日 

建設環境委員会 

委 員 長 
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